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本県は，南北約600キロメートルにも及ぶ広大な県土に，多くの島々や長い海岸線を有し，日本で初

めて国立公園に指定された霧島や世界自然遺産として登録された屋久島並びに奄美大島及び徳之島，

ラムサール条約湿地である藺牟田池や屋久島永田浜，出水ツルの越冬地など，特色あるすぐれた自然

に恵まれております。ふるさと鹿児島のかけがえのないこうしたすばらしい自然環境を守り，育て，

将来の世代に継承していく必要があります。

このため，「かごしま未来創造ビジョン」，「県環境基本計画」等を踏まえ，地球環境を守る脱炭

素社会づくり，環境負荷が低減される循環型社会の形成，自然と共生する地域社会づくりを目指し，

環境の保全及び形成に関する以下の施策の総合的かつ計画的な推進を図ります。

１ 脱炭素社会の実現と豊かな自然との共生

⑴ 地球環境を守る脱炭素社会づくり

ア 温暖化防止に向けた気運の醸成

地球環境の保全に向け，県民や事業者，行政が連携・協力して，自主的に取り組む「地球環

境を守るかごしま県民運動」を推進します。

また，「県環境教育等行動計画」に基づき，環境教育等を推進します。

イ 温室効果ガス排出削減対策等の推進

「鹿児島県地球温暖化対策推進条例」や「鹿児島県地球温暖化対策実行計画」に基づき，温

室効果ガス排出削減や気候変動の影響への適応のための取組を推進します。

ほぼ全ての電力が水力発電で賄われている屋久島において，ＣＯ２の発生が抑制された先進的

な地域づくりを推進します。

事業者や県民などの自発的な温室効果ガス排出削減を促進するため，自ら削減できない排出

量を森林整備によるＣＯ２吸収量で埋め合わせる取組を推進するとともに，自転車や公共交通機

関の利用，家庭生活や事業活動における省エネ活動を促進します。

⑵ 環境負荷が低減される循環型社会の形成

ア ごみの排出抑制・リサイクル等の促進

ごみの排出を抑制し，適正に処理するとともに，ごみを再生利用可能な資源として捉え，リ

サイクル等に取り組むなど，環境に配慮した事業活動を促進します。

県民自らがごみの排出者であることを認識し，分別収集のルールの遵守やリサイクル製品の

積極的な利用，買物でのマイバッグの持参，食品の食べきり・使いきりによる食品ロスの削減

など，ライフスタイルの一層の見直しを促進します。

イ 産業廃棄物の排出抑制，減量化，リサイクル及び処理施設整備の促進

リサイクル製品の使用等による産業廃棄物の排出抑制や，産業廃棄物の減量化及びリサイク

ル等に資する産業廃棄物処理施設の整備を促進します。

ウ 産業廃棄物の適正処理の推進

排出事業者における処理責任の原則の普及啓発を推進するとともに，優良な処理業者の育成

及び不適正処理に対する監視指導の徹底を推進します。

Ⅰ 環境行政の基本方針
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⑶ 自然と共生する地域社会づくり

ア 多様な自然環境の保全・再生

・ 自然環境の保全・活用

豊かな生物多様性を保全するため，県民の参画を得ながら，希少野生生物の保護対策，外

来種対策，鳥獣の保護管理，野生鳥獣による農作物被害等の防止・軽減，里地里山の管理な

ど身近な環境の保全・再生及び自然環境に配慮した公共事業の推進，漂流・漂着ごみ対策な

どに取り組みます。

自然公園等の適正な管理と利用を図ります。

・ 水俣病対策

「公害健康被害の補償等に関する法律」に基づく水俣病の認定審査業務を行うとともに，

「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法」に基づく医療費助成等を

行い，水俣病対策の円滑な実施に努めます。

・ 大気環境等の保全

大気環境や生活環境の保全を図るため，ＰＭ2.5などの監視測定や，ばい煙発生施設等に係

る排出規制などを行うとともに，騒音・振動，悪臭，有害化学物質等に係る対策を推進します。

・ 水環境の保全

公共用水域や地下水の水質保全を図るため，水質の監視や工場・事業場の排水規制などを

行うとともに，鹿児島湾及び池田湖について，「鹿児島湾ブルー計画」及び「池田湖水質環

境管理計画」に基づき各種施策を進めます。

・ 環境影響評価等

開発行為等における環境保全上の支障を未然に防止するため，これらの行為について，環

境保全上の観点からの検討，適切な配慮を促進します。

・ 海洋プラスチックごみ対策

プラスチックごみの海洋への流出を防止するため，ポイ捨てや不法投棄の防止，使い捨て

の容器・製品の使用削減や代替素材を使用した製品の利用，使用済み製品等の分別収集・リ

サイクルを促進します。あわせて，プラスチックごみが，自然環境中で細分化してマイクロ

プラスチックになる前に，海岸漂着物等を回収し，円滑な処理を推進します。

イ 自然に学び，自然とふれあい，自然を生かす取組の推進

生物多様性が暮らしの基盤であることの理解を促進し，持続的な利用の知恵である環境文化

を継承するための取組を進めます。

豊かな自然環境を生かしたエコ・ツーリズムを促進します。

世界自然遺産，自然公園及びラムサール条約湿地など本県が持つ特色ある自然環境を生かし

た地域活性化の取組を促進します。

ウ 世界自然遺産の保全と持続可能な利用の推進

「屋久島」及び「奄美大島，徳之島，沖縄島北部及び西表島」の２つの世界自然遺産を有す

る全国唯一の県として，ロードキルや盗掘・盗採の防止などの希少種保護対策，外来種対策，

利用適正化等の取組を実施することで適切な保全・管理を図りながら，世界遺産としての価値

を生かした持続可能な地域づくりを推進します。

屋久島の自然，歴史，文化，産業などの素材を生かした環境学習や地元の語り部による「里

めぐり」など，屋久島の環境文化への理解をより一層深める取組を推進します。

奄美群島固有の自然と文化の魅力を生かした奄美群島をつなぐ「世界自然遺産奄美トレイ

ル」などを通じ，奄美の環境文化への理解をより一層深めるとともに，世界遺産登録の効果の
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奄美群島全域への波及に努めます。

２ 安心・安全な県民生活の実現

⑴ 強靱な県土づくりと危機管理体制の強化

ア 様々な危機事象への適切な対応

高病原性鳥インフルエンザの発生に対応するため，引き続き初動防疫体制の確保に努めます。

３ 多様で魅力ある奄美・離島の振興

⑴ 島々の魅力を生かした奄美・離島の振興

ア 島々の魅力を生かした地域づくり

１の⑶のウと同じ

⑵ 世界自然遺産の保全と持続的な観光の推進

ア 世界自然遺産の保全と利用の両立

１の⑶のウと同じ
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Ⅱ 環境行政の施策体系

脱炭素社会の実現と豊かな自然との共生

地球環境を守る脱炭素社会づくり

温暖化防止に向けた気運の醸成

温室効果ガス排出削減対策等の推進

環境負荷が低減される循環型社会の形成

ごみの排出抑制・リサイクル等の促進

産業廃棄物の排出抑制，減量化，リサイクル及び処理施設整備の促進

産業廃棄物の適正処理の推進

自然と共生する地域社会づくり

多様な自然環境の保全・再生

自然に学び，自然とふれあい，自然を生かす取組の推進

世界自然遺産の保全と持続可能な利用の推進

安心・安全な県民生活の実現

強靱な県土づくりと危機管理体制の強化

様々な危機事象への適切な対応

多様で魅力ある奄美・離島の振興

島々の魅力を生かした奄美・離島の振興

島々の魅力を生かした地域づくり

世界自然遺産の保全と持続的な観光の推進

世界自然遺産の保全と利用の両立
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１　費目別予算の状況

 (1)　一般会計 （単位：千円，％）

 (一般会計歳入歳出予算内訳) （単位：千円，％）

(A) 構 成 比 (B) 構 成 比 (C) 構 成 比

環 境 衛 生費 6,200,952 30.1 6,077,962 29.8 6,644,953 29.7 102.0 93.3

計 6,200,952 30.1 6,077,962 29.8 6,644,953 29.7 102.0 93.3

林 業 費 13,199,659 64.1 13,084,282 64.2 14,681,185 65.5 100.9 89.9

計 13,199,659 64.1 13,084,282 64.2 14,681,185 65.5 100.9 89.9

農林水産施設
災 害 復 旧 費

1,206,854 5.9 1,227,819 6.0 1,075,835 4.8 98.3 112.2

計 1,206,854 5.9 1,227,819 6.0 1,075,835 4.8 98.3 112.2

20,607,465 100.0 20,390,063 100.0 22,401,973 100.0 101.1 92.0

17,020 0.1 17,020 0.1 18,950 0.1 100.0 89.8

36,377 0.2 37,561 0.2 37,899 0.2 96.8 96.0

8,898,776 43.2 8,908,524 43.7 10,643,611 47.5 99.9 83.6

64,468 0.3 38,030 0.2 86,156 0.4 169.5 74.8

1,600 0.0 1,100 0.0 541 0.0 145.5 295.7

335,314 1.6 259,741 1.3 239,238 1.1 129.1 140.2

2,095,917 10.2 1,936,464 9.5 1,934,190 8.6 108.2 108.4

3,444,100 16.7 3,395,100 16.7 3,748,000 16.7 101.4 91.9

5,713,893 27.7 5,796,523 28.4 5,693,388 25.4 98.6 100.4

※構成比は，単位未満を四捨五入しているため，合計と内訳は一致しない場合がある。

Ⅲ　令和４年度環境林務部の予算の概要

区 分

令 和 ４ 年 度
当 初 予 算

令 和 ３ 年 度
当 初 予 算

令 和 ３ 年 度
３ 月 現 計 (A)／(B) (A)／(C)

諸 収 入

衛

生

費
農
林
水
産
業
費

災

害

復

旧

費

合 計

（財源内訳）

分担金及び負担金

使用料及び手数料

国 庫 支 出 金

財 産 収 入

寄 附 金

繰 入 金

県 債

一 般 財 源

令和４年度
当 初 予 算

令和３年度
当 初 予 算

令和３年度
３ 月 現 計

対前年度比 対前年度比

(A) (B) (C) (A)／(B) (A)／(C)

県 予 算 869,903,000 844,375,000 1,012,293,756 103.0 85.9 ―

環境林務部予算 20,607,465 20,390,063 22,401,973 101.1 92.0 2.4

区 分
県予算(A)欄

に占める割合
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 (2)　特別会計 （単位：千円，％）

(A) 構 成 比 (B) 構 成 比 (C) 構 成 比

240,032 100.0 102,035 100.0 102,035 100.0 235.2 235.2

240,032 100.0 102,035 100.0 102,035 100.0 235.2 235.2

30 0.0 50 0.0 50 0.0 60.0 60.0

234,428 97.7 96,830 94.9 96,830 94.9 242.1 242.1

5,574 2.3 5,155 5.1 5,155 5.1 108.1 108.1

繰 入 金

区 分

令 和 ４ 年 度
当 初 予 算 (A)／(B) (A)／(C)

林業・木材産
業改善資金貸
付 事 業 費

合 計

（財源内訳）

令 和 ３ 年 度
当 初 予 算

令 和 ３ 年 度
３ 月 現 計

繰 越 金

諸 収 入
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２　課別予算の状況

 (1)　一般会計 （単位：千円，％）

(A) 構 成 比 (B) 構 成 比 (C) 構 成 比

6,825,801 33.1 6,759,273 33.1 6,980,974 31.2 101.0 97.8

927,991 4.5 882,300 4.3 1,262,774 5.6 105.2 73.5

547,865 2.7 576,072 2.8 553,669 2.5 95.1 99.0

212,432 1.0 195,143 1.0 194,997 0.9 108.9 108.9

2,280,864 11.1 2,237,234 11.0 3,023,197 13.5 102.0 75.4

3,943,057 19.1 4,027,737 19.8 4,384,015 19.6 97.9 89.9

5,869,455 28.5 5,712,304 28.0 6,002,347 26.8 102.8 97.8

20,607,465 100.0 20,390,063 100.0 22,401,973 100.0 101.1 92.0

※構成比は，単位未満を四捨五入しているため，合計と内訳は一致しない場合がある。

 (2)　特別会計 （単位：千円，％）

(A) 構 成 比 (B) 構 成 比 (C) 構 成 比

240,032 100.0 102,035 100.0 102,035 100.0 235.2 235.2

環 境 保 全 課

区 分

令 和 ４ 年 度
当 初 予 算 (A)／(B) (A)／(C)

環 境 林 務 課

廃棄物・リサ
イクル対策課

自 然 保 護 課

令 和 ３ 年 度
当 初 予 算

令 和 ３ 年 度
３ 月 現 計

森 林 経 営 課

かごしま材振興課

森づくり推進課

計

区 分

令 和 ３ 年 度
当 初 予 算

令 和 ３ 年 度
３ 月 現 計 (A)／(B) (A)／(C)

環 境 林 務 課

令 和 ４ 年 度
当 初 予 算
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１ 脱炭素社会の実現と豊かな自然との共生

⑴ 地球環境を守る脱炭素社会づくり

ア 温暖化防止に向けた気運の醸成

地球環境の保全に向け，県民や事業者，行政が連携・協力して，自主的に取り組

む「地球環境を守るかごしま県民運動」を推進する。

また，「県環境教育等行動計画」に基づき，環境教育等を推進する。

さらに，2050年カーボンニュートラルの実現に向けて，県民や事業者の理解を深

め，気運を高めるためのイベント等を実施する。

令和４年度
事 業 名 事 業 概 要

当初予算額

千円

地球環境を守るかごし

ま県民運動推進事業

・かごしま県民運動推 455 １ 県民運動推進会議の運営（推進大会の開

進事業 催等）

２ 県民運動推進員研修会の開催

３ 低炭素塾の開催

４ かごしま地球環境先進事業者の表彰

５ かごしま環境パートナーズ制度の推進

６ エコライフデーの普及啓発

７ 省エネ宣言事業所の募集，かごしまシェ

アスポットの普及

・地球温暖化対策制度 1,057 １ 県地球温暖化対策推進条例及び県地球温

検討事業 暖化対策実行計画の周知

２ 地域気候変動適応センターの運営

・こども環境教育支援 2,652 １ 学ぶ環境体験学習塾の開催

事業 ２ かごしまこども環境大臣の任命，環境イ

ベント等での活動

３ 「体験活動の場」の活用

カーボンニュートラル 36,273 積極的な各種広報等を行い，カーボンニュ

普及啓発事業 ートラルの認知向上を図り，県民・事業者の

温室効果ガス排出削減取組を促進

Ⅳ 環境行政の施策概要

- 8 -



イ 温室効果ガス排出削減対策等の推進

「鹿児島県地球温暖化対策推進条例」や「鹿児島県地球温暖化対策実行計画」に

基づき，温室効果ガス排出削減や気候変動の影響への適応のための取組を推進する。

ほぼ全ての電力が水力発電で賄われている屋久島において，ＣＯ２の発生が抑制

された先進的な地域づくりを促進する。

九州各県が共同で実施する「九州エコファミリー応援アプリ」やエコライフデー

の普及啓発等を通じて，県民による日常生活や事業活動の中での省エネ活動を促進

する。

地球温暖化対策推進法の改正等を踏まえ，地球温暖化対策実行計画の改定を行う。

事業者や県民などの自発的な温室効果ガス排出削減を促進するため，自ら削減で

きない排出量を森林整備によるＣＯ２吸収量で埋め合わせる取組を推進する。

令和４年度
事 業 名 事 業 概 要

当初予算額

千円
地球環境を守るかごし
ま県民運動推進事業

・かごしま県民運動推 455 １ 県民運動推進会議の運営（推進大会の開
進事業（再掲） (再掲) 催等）

２ 県民運動推進員研修会の開催
３ 低炭素塾の開催
４ かごしま地球環境先進事業者の表彰
５ かごしま環境パートナーズ制度の推進
６ エコライフデーの普及啓発
７ 省エネ宣言事業所の募集，かごしまシェ

アスポットの普及

・エコ通勤普及推進事 74 エコ通勤に係る普及啓発の実施
業

かごしま脱炭素社会モ 10,634 屋久島ＣＯ２フリーの島づくりの取組とし
デル創造事業(屋久島) て，電気自動車の体験会の開催や急速充電設

備の維持管理等を実施

九州エコファミリー応 2,649 手軽にＣＯ₂削減行動に取り組むと，ポイ
援アプリ推進事業 ントが貯まる九州各県共通のスマートフォン

アプリ「九州エコファミリー応援アプリ」の
管理・運営

地球温暖化対策実行計 6,555 地球温暖化対策推進法の改正や国の地球温
画改定事業 暖化対策計画の改定を踏まえ，県地球温暖化

対策実行計画を改定

かごしまエコファンド 1,691 事業活動や社会活動により発生する温室効
推進事業 果ガスのうち，自ら削減できない排出量につ

いて,森林整備によるＣＯ２吸収量により埋め
合わせを行う取組を推進

かごしまＣＯ２吸収量 2,904 森林資源の循環利用により吸収・固定・削
等認証推進事業 減されたＣＯ２量を県が認証し，地球温暖化

対策への貢献度を「見える化」することによ
り，県民等による森林吸収源対策の取組を促
進

フロン対策推進事業 284 第一種フロン類充填回収業者の登録及び立
入検査，管理者等への指導 等
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⑵ 環境負荷が低減される循環型社会の形成

ア ごみの発生抑制・リサイクル等の促進

ごみの排出を抑制し，適正に処理するとともに，ごみを再生利用可能な資源とし

て捉え，リサイクル等に取り組むなど，環境に配慮した事業活動を促進する。

県民自らがごみの排出者であることを認識し，分別収集のルールの遵守やリサイ

クル製品の積極的な利用，買物でのマイバッグの持参，食品の食べきり・使いきり

など，ライフスタイルの一層の見直しを促進する。

また，「県廃棄物処理計画」に基づき，本県の廃棄物対策の総合的かつ計画的な

推進を図る。

令和４年度
事 業 名 事 業 概 要

当初予算額

千円

廃棄物処理施設指導監 733 市町村等の一般廃棄物処理施設整備に係る

督事業 指導・監督及び施設の維持管理指導

ごみ減量化・リサイク 1,054 １ 「県ごみ減量化・リサイクル推進協議

ル等推進事業 会」の開催及び「ごみ減量等推進研修会」

の開催

２ リペアを推奨する「九州まちの修理屋さ

ん」事業の実施

３ 「九州食品ロス削減推進事業」の実施

(食べきり協力店の募集・公表等）

４ 家電リサイクル法の普及啓発

５ 自動車リサイクル法の普及啓発及び関連

事業者の登録・許可，指導等

産業廃棄物循環型社会 71,862 １ 産業廃棄物処理業者，排出事業者，市町

推進事業 村等に対する研修会の実施

２ 県内の産業廃棄物処理業者が講習等の受

講料等を負担する場合の助成，労働安全衛

生に関するセミナー及び産業廃棄物処理業

の体験型学習会を開催

海岸漂着物地域対策推 308,440 県又は市町村による海岸漂着物等の発生抑

進事業（再掲） (再掲) 制対策等
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イ 産業廃棄物の排出抑制，減量化，リサイクル及び処理施設整備の促進

リサイクル製品の使用等による産業廃棄物の排出抑制や，産業廃棄物の減量化及

びリサイクル等に資する産業廃棄物処理施設の整備等を促進する。

令和４年度
事 業 名 事 業 概 要

当初予算額

千円
産業廃棄物循環型社会 71,862 １ 産学官連携による産業廃棄物の処理技術

推進事業（再掲） (再掲) の開発や環境保全対策への取組支援

２ 産業廃棄物を原材料とするリサイクル製

品の認定と利用促進

３ 産業廃棄物リサイクル施設等の整備支援

産業廃棄物税税効果検 1,090 県内における産業廃棄物の排出量等の推

証事業 計，産業廃棄物税の導入効果の検証

産業廃棄物処理対策事 11,776 産業廃棄物多量排出事業者への処理計画作

業 成指導
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ウ 産業廃棄物の適正処理の推進

排出事業者における処理責任の原則の普及啓発を推進するとともに，優良な処理

業者の育成及び不適正処理に対する監視指導の徹底，不法投棄された産業廃棄物の

撤去等の支援を行うなど，廃棄物の適正処理を推進する。

また，公共関与による産業廃棄物管理型最終処分場「エコパークかごしま」にお

いて，安心・安全を第一とした運営を図りながら，産業廃棄物の適正な処理を推進

するとともに，住民への啓発活動や周辺地域の環境整備，地域振興等に取り組む。

令和４年度
事 業 名 事 業 概 要

当初予算額

千円

産業廃棄物循環型社会 71,862 １ 最終処分業者や中間処理業者が実施する

推進事業（再掲） (再掲) 計量器の整備に対する助成

２ 産業廃棄物の安定化促進等の手法の検討

と評価

産業廃棄物指導管理事 5,601 産業廃棄物処理業許可や産業廃棄物処理施

業 設設置許可に関する審査・指導等の実施

産業廃棄物処理対策事 11,776 最終処分場の放流水，燃え殻等の分析調査

業（再掲） (再掲) や事業場に対する立入調査等の実施

産業廃棄物適正処理推 47,273 １ 産業廃棄物適正処理監視指導員による立

進事業 入検査や不法投棄防止パトロールの実施

２ 産業廃棄物の監視体制の強化

⑴ 「産廃不法投棄110番」の運用

⑵ 「不法投棄監視ネットワーク」の運用

⑶ 「不法投棄防止強化月間」の普及推進

３ 原因者不明の不法投棄廃棄物の撤去等原

状回復に要する経費の助成

エコパークかごしま関 241,118 公共関与による管理型最終処分場に関連す

連事業 る地域振興等の推進

１ 広報誌の発行等の啓発活動の実施

２ 道路新設工事に要する経費の負担

３ 道路整備や河川改修の実施

４ 処分場用地の借受け

産業廃棄物管理型最終 53,900 公共関与による管理型最終処分場の整備及

処分場整備推進基金造 びその推進のための基金積立

成事業

廃棄物処理体制整備事 2,646 緊急時における廃棄物処理業の継続的な処

業 理体制を整備
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⑶ 自然と共生する地域社会づくり

ア 多様な自然環境の保全・再生

・ 自然環境の保全・活用
豊かな生物多様性を保全するため，県民の参画を得ながら，希少野生生物の保

護対策，外来種対策，鳥獣の保護管理，鳥獣による農作物被害等の防止・軽減，

里地里山の管理など身近な環境の保全・再生及び自然環境に配慮した公共事業の

推進，漂流・漂着ごみ対策などに取り組む。

自然公園等の適正な管理を推進するとともに，県立自然公園の利用や地域での

自然環境を活用した取組を促進するため，自然体験メニュー等の造成や情報発信

力の強化，受入環境整備等に対するスタートアップ支援などに取り組む。

令和４年度
事 業 名 事 業 概 要

当初予算額

千円
自然環境保全対策事業 2,304 １ 環境審議会(自然環境部会･鳥獣部会)の運営

２ 自然保護思想の普及啓発
３ 自然保護推進員の設置

自然公園等管理事業 6,651 １ 自然公園等の管理
２ 公園区域内における許認可事務
３ 甑島ツーリズム推進協議会等による甑島

国定公園の適正な保護と利用の促進
４ 甑島国定公園における採取等を規制する

植物の指定に向けたリスト案の作成

国立公園施設整備推進 17,623 国立公園における観光客の受入体制を整え
事業 るにあたり，市町村が行う施設整備に対する

補助

県立自然公園満喫周遊 4,713 １ 県立自然公園内の自然体験メニューや周
事業 遊コース等の造成，環境文化の発掘

２ 自然公園の魅力や楽しみ方の情報発信
３ 地域での受入環境整備等へのスタートア

ップ支援

ウミガメ保護対策事業 7,087 １ ホームページ等による普及啓発活動
２ 市町村ウミガメ保護監視員の設置費補助

未来へつなごう鹿児島 1,900 １ 生物多様性の保全再生活動等に取り組む
の生物多様性推進事業 団体への支援

２ 県指定希少野生動植物の保全対策
３ 奄美世界自然遺産核心地域保全

希少野生動植物保護対 1,474 １ パンフレットによる普及啓発
策事業 ２ 希少野生動植物保護推進員の設置

３ 監視体制の強化

外来動植物被害防止総 3,350 １ 条例に基づく普及啓発の強化
合対策事業 ２ 外来種対策検討委員会の開催

３ 外来動植物対策推進員の設置
４ 侵入初期の外来種対策

奄美野生生物保護促進 820 奄美自然体験活動推進協議会への負担金
事業

鳥獣保護対策事業 10,383 １ 鳥獣保護区の指定・管理
２ 鳥獣保護思想の普及啓発
３ 鳥獣保護管理員の設置

特定地域鳥獣保護管理 5,937 出水平野のツルの生息環境の整備，改善等
事業

海岸漂着物地域対策推 308,440 県又は市町村による海岸漂着物等の回収・
進事業 処理等
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・ 水俣病対策

「公害健康被害の補償等に関する法律」に基づく水俣病の認定審査業務を行う

とともに，「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法」に

基づく医療費助成等を行う。

令和４年度
事 業 名 事 業 概 要

当初予算額

千円
水俣病救済対策事業 49,735 １ 水俣病認定申請者に対する検診や認定審

査
２ 水俣病被認定者に対する家庭療養指導

公害医療研究事業 99,649 水俣病認定申請者のうち，認定申請から一
定期間経過した者に対する療養費等の支給

水俣病総合対策事業 3,829,098 １ 水俣病にも見られる一定の症状を有する
者に対する療養費等の支給

２ 「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の
解決に関する特別措置法」に基づく救済措
置の実施

３ 水俣病に関する各種相談に対応する相談
窓口の設置等

・ 大気環境等の保全

大気環境の保全を図るため，ＰＭ2.5などの監視測定や，ばい煙発生施設等に係る

排出規制などを行う。

また，生活環境の保全を図るため，航空機騒音，新幹線鉄道騒音等の監視測定

等を行うとともに，ヤンバルトサカヤスデのまん延防止対策を行う。

さらに，ダイオキシン類による環境汚染の防止を図るなど有害化学物質対策を

推進する。

令和４年度
事 業 名 事 業 概 要

当初予算額

千円
大気監視測定事業 28,261 １ ＰＭ2.5や光化学オキシダント等の監視測

定
２ ばい煙発生施設から排出されるばい煙の

監視測定
３ 有害大気汚染物質モニタリング

大気監視測定機器整備 30,116 ＰＭ2.5などの監視測定に必要な機器の整
事業 備・維持管理

騒音・振動・悪臭対策 4,053 航空機騒音，新幹線鉄道騒音等の監視測定
事業 や自動車騒音の常時監視の実施 等

ダイオキシン類対策事 4,257 １ 大気，水質，土壌等の常時監視
業 ２ 廃棄物焼却施設の検査，ＰＣＢ廃棄物の

保管事業者等の指導 等

ヤスデまん延防止対策 1,587 １ 啓発用リーフレットの作成・配布
事業 ２ 対策検討委員会，住民説明会等の開催

３ 発生状況等確認調査の実施
４ 侵入防止対策マニュアルの普及
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・ 水環境の保全

公共用水域や地下水の水質保全を図るため，水質の監視・規制などを行うとと

もに，鹿児島湾及び池田湖の水質保全を図るため，「鹿児島湾ブルー計画」及び

「池田湖水質環境管理計画」に基づき各種施策を推進する。

令和４年度
事 業 名 事 業 概 要

当初予算額

千円

水質保全事業 17,558 １ 工場・事業場の立入検査

２ 海域における環境基準設定のための文献

調査及び水質調査 等

水質監視測定事業 23,020 １ 公共用水域及び地下水の常時監視調査

２ 工場・事業場の排出水監視 等

水質監視測定機器整備 2,590 水質監視に必要な機器の整備

事業

鹿児島湾ブルー計画推 721 １ 鹿児島湾水質保全推進協議会の開催

進事業 ２ 鹿児島湾奥地域生活排水対策協議会への

支援

池田湖環境保全対策事 404 １ 池田湖水質環境保全対策協議会への支援

業 ２ 池田湖導水河川等の水質調査

・ 環境影響評価等

開発行為等における環境保全上の支障を未然に防止するため，これらの行為に

ついて，環境保全上の観点からの検討，適切な配慮を促進する。

令和４年度
事 業 名 事 業 概 要

当初予算額

千円

環境影響評価事業 4,790 環境影響評価制度の運用
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イ 自然に学び，自然とふれあい，自然を生かす取組の推進

生物多様性が暮らしの基盤であることの理解を促進し，持続的な利用の知恵であ

る環境文化を継承するための取組を進める。

豊かな自然環境を生かしたエコ・ツーリズムを促進する。

世界自然遺産，自然公園及びラムサール条約湿地など本県が持つ特色ある自然環

境を生かした地域活性化の取組を促進する。

令和４年度
事 業 名 事 業 概 要

当初予算額

千円

屋久島・奄美世界自然 4,436 屋久島・奄美の世界自然遺産としての価値

遺産管理運営推進事業 の維持を図るため，世界自然遺産都道県連絡

会議への参画，県有地の管理等を実施

屋久島環境文化村中核 186,393 １ （公財）屋久島環境文化財団が行う屋久

施設管理運営委託事業 島環境文化村センター及び屋久島環境文化

研修センターの管理運営

２ 屋久島環境文化村センターの鉄骨外壁塗

装工事，屋久島環境文化研修センターの宿

泊棟及び視聴覚室の外壁補修工事等を実施
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ウ 世界自然遺産の保全と持続可能な利用の推進

「屋久島」及び「奄美大島，徳之島，沖縄島北部及び西表島」の２つの世界自然

遺産を有する全国唯一の県として，ロードキルや盗掘・盗採の防止などの希少種保

護対策，外来種対策，利用適正化等の取組を実施することで適切な保全・管理を図

りながら，世界遺産としての価値を生かした持続可能な地域づくりを推進する。

屋久島の自然，歴史，文化，産業などの素材を生かした環境学習や地元の語り部

による「里めぐり」など，屋久島の環境文化への理解をより一層深める取組を推進

する。

奄美群島固有の自然と文化の魅力を生かした奄美群島をつなぐ「世界自然遺産奄

美トレイル」などを通じ，奄美の環境文化への理解をより一層深めるとともに，世

界遺産登録の効果の奄美群島全域への波及に努める。

令和４年度
事 業 名 事 業 概 要

当初予算額

千円

屋久島・奄美世界自然 4,436 屋久島・奄美の世界自然遺産としての価値

遺産管理運営推進事業 （再掲） の維持を図るため，世界自然遺産都道県連絡

（再掲） 会議への参画，県有地の管理等を実施

奄美世界自然遺産保全 53,114 世界自然遺産に登録された奄美の適切な保

・活用推進事業 全・管理の継続的な実施に向けて，自然環境

の保全と利用の両立など必要な取組を推進

１ 遺産地域における利用ルールの運用

２ 世界自然遺産に係る普及啓発（登録１周

年記念シンポジウム）

３ 貴重な生態系の保全（希少種ロードキル

対策等） 等

屋久島環境文化村中核 186,393 １ （公財）屋久島環境文化財団が行う屋久

施設管理運営委託事業 （再掲） 島環境文化村センター及び屋久島環境文化

（再掲） 研修センターの管理運営

２ 屋久島環境文化村センターの鉄骨外壁塗

装工事，屋久島環境文化研修センターの宿

泊棟及び視聴覚室の外壁補修工事等を実施
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２ 安心・安全な県民生活の実現

⑴ 強靱な県土づくりと危機管理体制の強化

ア 様々な危機事象への適切な対応

高病原性鳥インフルエンザの発生に対応する初動防疫体制の強化を図る。

令和４年度
事 業 名 事 業 概 要

当初予算額

千円

鳥インフルエンザ環境 1,094 １ 野鳥の糞便採取や死亡野鳥のウイルス検

調査事業 査の実施

２ 野鳥における鳥インフルエンザに係る初

動防疫体制の整備

３ 多様で魅力ある奄美・離島の振興

⑴ 島々の魅力を生かした奄美・離島の振興

ア 島々の魅力を生かした地域づくり

１の⑶のウと同じ

⑵ 世界自然遺産の保全と持続的な観光の推進

ア 世界自然遺産の保全と利用の両立

１の⑶のウと同じ
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Ⅴ 事業概要



 



１ 環境林務課



⑴ 施策体系

脱炭素社会の実現と豊かな自然との共生

自然と共生する地域社会づくり

多様な自然環境の保全・再生

水俣病救済対策事業

公害医療研究事業

水俣病総合対策事業

環境影響評価事業

環境政策総合調整事業

環境保健センター調査研究事業

環境保健センター情報処理事業
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⑵ 事業概要

事 業 名 等 ア 水俣病救済対策事業 事業開始年度 昭和49～
実 施 主 体 県 負担割合 国1/2，県1/2

（根拠法令等）
令和４年度当初予算額 49,735千円

公害健康被害の補償等に関する法律，行政不服審査法

令和３年度当初予算額 49,940千円

〈目 的〉
公害による健康被害者の迅速かつ公平な保護を図るため，公害健康被害の補償等に関する法律に基づ

き，水俣病認定申請者に対して検診や認定審査等を行うとともに，水俣病として認定された者に対して
家庭療養指導等を行う。

〈事業内容〉
１ 認定審査

(1) 疫学調査の実施
(2) 検診の実施（神経内科，眼科，耳鼻科）
(3) 認定審査会の開催

２ 公害保健福祉対策
水俣病として認定された者に対する家庭療養指導

３ 行政不服審査等
知事の処分に対する再調査の請求，審査請求等に係る事務

〈事業の実施状況〉
水俣病認定申請・審査・処分等の状況 [令和４年２月28日現在]（単位：人）

処 分 済 未 処 分
申 請 数 認 定 棄 却 保 留 未 審 査

４９３ 延 ４，３１８ １ １，１１０
延 ５，９２２ 延 ４，８１１ １，１１１

事 業 名 等 イ 公害医療研究事業 事業開始年度 昭和49～
実 施 主 体 県 負担割合 国1/2，県1/2

（根拠法令等）
令和４年度当初予算額 99,649千円

水俣病総合対策費補助金交付要綱，水俣病要観察者等治療研
究事業実施要綱

令和３年度当初予算額 94,081千円

〈目 的〉
水俣病認定申請者のうち，認定申請から一定期間経過した者に対する療養費等の支給等を行う。

〈事業内容〉
１ 水俣病要観察者等治療研究事業（治研手帳）

認定申請者のうち一定の要件に該当する者に対する研究治療費等の支給
(1) 助成対象者 ア 処分保留者

イ 要経過観察者
ウ 申請後１年を経過した者
エ 申請後６か月を経過した者（身体に一定の障害があると医師が診断した者）

(2) 助成内容 ア 研究治療費
医療費の自己負担額に相当する額

イ はり・きゅう・マッサージ施術療養費
月５回以内。支給限度額有り。

ウ 研究治療手当
答申保留中の者等が療養の給付を受けた場合，認定審査会の指示により再

検査を受けた場合等に支給
エ 介添手当

答申保留中で身体上の障害等により，日常生活に介添えを要する状態にあ
る者が介添えを受けた場合に支給

〈事業の実施状況〉
給付対象者 [令和４年２月28日現在]

区 分 対象者数 (人)
処分保留者等 １
申請後１年以上経過者等 ８８４

計 ８８５
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事 業 名 等 ウ 水俣病総合対策事業 事業開始年度 平成４～

実 施 主 体 県 負担割合 国8/10，県2/10(一部 国1/2,県1/2)

（根拠法令等）
令和４年度当初予算額 3,829,098千円

水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法,

水俣病総合対策医療事業実施要綱，健康管理事業実施要綱
令和３年度当初予算額 3,860,999千円

〈目 的〉
水俣病発生地域における住民の健康上の問題の軽減を図るため，通常のレベルを超えるメチル水銀の

曝露を受け，水俣病にもみられる四肢末梢優位の感覚障害を有すると認められる者等に対して療養費
等を支給するとともに，健康診査等を行う。

〈事業内容〉
１ 水俣病総合対策医療事業

(1) 医療手帳
ア 対象者 水俣病にもみられる四肢末梢優位の感覚障害を有する者
イ 助成内容 (ｱ) 療養費

医療費の自己負担額に相当する額
(ｲ) はり・きゅう施術・温泉療養費

月7,500円以内
(ｳ) 療養手当

月17,200円～23,500円
(2) 水俣病被害者手帳

ア 対象者 水俣病にもみられる一定の神経症状を有すると認められる者等
イ 助成内容 (ｱ) 療養費

医療費の自己負担額に相当する額
(ｲ) はり・きゅう施術・温泉療養費

月7,500円以内
(ｳ) 療養手当（一時金等対象者のみ）

月12,900円～17,700円
(ｴ) 離島加算（離島居住者が島外の医療機関を受診した場合に支給）

月1,000円
２ 健康管理事業

(1) 健康管理事業
出水市及び長島町に居住している者に対する健康診査，健康指導等

(2) 健康不安者フォローアップ健診事業
救済措置の申請を行い，非該当となった方で，かつて水俣湾周辺の魚介類を摂取したことに伴い，

健康不安を訴え登録する方については，年１回，医師による健診，保健師による保健指導を無料で
行い，健康不安の軽減と解消を図る。

３ 水俣病相談窓口設置事業
水俣病に関する各種相談に対応するため，出水市及び長島町に相談窓口を設置

４ 健康不安者に対する健診事業
救済措置の申請を行わなかった方であっても，かつて水俣湾周辺の魚介類を摂取したことに伴い，

健康不安を訴える方については，年１回，医師による健診，保健師による保健指導を無料で行い，健
康不安の軽減と解消を図る。

５ 獅子島等医療・福祉推進事業
獅子島等の水俣病被害者などを対象としたリハビリテーション等を行う。

〈事業の実施状況〉
医療事業の対象者の状況 [令和４年２月28日現在]

区 分 交付者数(人) 現在所持者（人）
医 療 手 帳 ２，２１３ １，０６７
水俣病被害者手帳 １７，１１９ １４，４０９

水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法に基づく給付申請
[判定結果（最終）] （単位：件）

累 計 切替申請 一時金等給付申請
一時金等 療養費のみ 非該当

１９，９７１ １，９９８ １７，９７３ １１，１２７ ２，４１８ ４，４２８
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事 業 名 等 エ 環境影響評価事業 事業開始年度 昭和50～

実 施 主 体 県 負担割合 県10/10

（根拠法令等）
令和４年度当初予算額 4,790千円

環境基本法，環境影響評価法，県環境基本条例，

県環境影響評価条例等
令和３年度当初予算額 2,439千円

〈目 的〉
大規模な開発事業の実施前に事業者が行う環境影響評価の方法及び結果等について，市町村長及び環

境影響評価専門委員等の意見を聴き，環境の保全の見地からの知事意見を述べるなど，環境影響評価制
度の適切な運用を行う。

〈事業内容〉
事業者が行う環境影響評価の方法（方法書）及び結果（準備書）等について，市町村長や県環境影響

評価専門委員の意見，現地調査の結果等を勘案して，環境の保全の見地からの知事意見を述べる。

事 業 名 等 オ 環境政策総合調整事業 事業開始年度 昭和45～

実 施 主 体 県 負担割合 県10/10

（根拠法令等）
令和４年度当初予算額 31,278千円

環境基本法，公害紛争処理法，公害紛争処理条例，

環境審議会条例等
令和３年度当初予算額 31,689千円

〈目 的〉
環境行政を円滑に推進するため，公害審査会や環境審議会の運営及び関係機関との連絡調整等を行う。

〈事業内容〉
１ 公害に係る民事上の紛争について，あっせん，調停，仲裁を行う公害審査会の運営
２ 地域の環境保全全般にわたって基本となる事項について審議する環境審議会の運営
３ 環境保全推進

(1) 関係機関との連絡調整
(2) 九州ブロック環境担当部局長会議出席，政府への提案活動（開促協）等
(3) エネルギー管理企画推進者講習

４ 国庫補助金等の返還

事 業 名 等 カ 環境保健センター調査研究事業 事業開始年度 昭和57～

実 施 主 体 県 負担割合 県10/10

（根拠法令等）
令和４年度当初予算額 2,008千円

県環境基本計画等

令和３年度当初予算額 2,005千円

〈目 的〉

環境，保健分野における本県の地域特性に応じた調査・研究を行い，行政推進上の課題について，科

学的・技術的に支援する。

〈事業内容〉

環境：奄美地域におけるPM2.5の発生源解析に関する調査研究

保健：行政検査陰性検体に係る病原体検索，食品中におけるシアン化合物に関する研究

事 業 名 等 キ 環境保健センター情報処理事業 事業開始年度 昭和57～
実 施 主 体 県 負担割合 県10/10

（根拠法令等）
令和４年度当初予算額 1,939千円

環境基本法，県環境基本条例

令和３年度当初予算額 1,964千円

〈目 的〉
環境保健情報の整備を行い，環境管理の推進に資するとともに，業務効率化を推進する。

〈事業内容〉
１ 環境情報処理システム運用及び管理
２ 全国環境研協議会への参画
３ 研修指導
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２ 地球温暖化対策室



⑴ 施策体系

脱炭素社会の実現と豊かな自然との共生

地球環境を守る脱炭素社会づくり

温暖化防止に向けた気運の醸成

地球環境を守るかごしま県民運動推進事業
（かごしま県民運動推進事業）

地球環境を守るかごしま県民運動推進事業
（地球温暖化対策制度検討事業）

地球環境を守るかごしま県民運動推進事業
（こども環境教育支援事業）

温室効果ガス排出削減対策等の推進

地球環境を守るかごしま県民運動推進事業
（エコ通勤普及推進事業）

かごしま脱炭素社会モデル創造事業（屋久島）

九州エコファミリー応援アプリ推進事業

カーボンニュートラル普及啓発事業（新規）

地球温暖化対策実行計画改定事業（新規）
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⑵ 事業概要

事 業 名 等 ア 地球環境を守るかごしま県民運動推進事業 事業開始年度 平成29～

（かごしま県民運動推進事業）

実 施 主 体 県 負担割合 県10/10（一部環境保全基金充当）

（根拠法令等）
令和４年度当初予算額 455千円

地球温暖化対策の推進に関する法律，

県地球温暖化対策推進条例，県地球温暖化対策実行計画
令和３年度当初予算額 455千円

〈目 的〉

効果的な温暖化対策を推進するため，「地球環境を守るかごしま県民運動」により，地球温暖化防止

をはじめ地球環境保全に向けた具体的行動を県民，事業者，行政が連携・協働して，全県的に展開する。

〈事業内容〉

１ 県民運動推進会議の運営（推進大会の開催等）

２ 県民運動推進員研修会の開催

３ 低炭素塾の開催

４ かごしま地球環境先進事業者の表彰

５ かごしま環境パートナーズ制度の推進

６ エコライフデーの普及啓発

７ 省エネ宣言事業所の募集，かごしまシェアスポットの普及

事 業 名 等 イ 地球環境を守るかごしま県民運動推進事業 事業開始年度 平成21～

（地球温暖化対策制度検討事業）

実 施 主 体 県 負担割合 県10/10

（根拠法令等）
令和４年度当初予算額 1,057千円

地球温暖化対策の推進に関する法律，気候変動適応法

県地球温暖化対策推進条例，県地球温暖化対策実行計画
令和３年度当初予算額 910千円

〈目 的〉

地球温暖化対策について検討を行うとともに，県地球温暖化対策推進条例や県地球温暖化対策実行計

画の周知を図る。

〈事業内容〉

１ 地球温暖化対策の検討及び県地球温暖化対策推進条例・県地球温暖化対策実行計画の周知

２ 地域気候変動適応センターの運営

事 業 名 等 ウ 地球環境を守るかごしま県民運動推進事業 事業開始年度 平成30～

（こども環境教育支援事業）

実 施 主 体 県 負担割合 県10/10（環境保全基金充当）

（根拠法令等）
令和４年度当初予算額 2,652千円

環境教育等促進法，県環境教育等行動計画，

県環境基本条例，県環境基本計画，
令和３年度当初予算額 2,722千円

県地球温暖化対策推進条例，県地球温暖化対策実行計画

〈目 的〉

将来を担う子どもとその保護者に対し，自然や暮らしの中での体験活動や実践体験等を通じて，関心

や理解を深め，課題解決につながる具体的な行動を促す。

〈事業内容〉

１ 学ぶ環境体験学習塾の開催

２ かごしまこども環境大臣の任命，環境イベント等での活動

３ 「体験活動の場」の活用
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事 業 名 等 エ 地球環境を守るかごしま県民運動推進事業 事業開始年度 平成22～

（エコ通勤普及推進事業）

実 施 主 体 県 負担割合 県10/10

（根拠法令等）
令和４年度当初予算額 74千円

地球温暖化対策の推進に関する法律，

県地球温暖化対策推進条例，県地球温暖化対策実行計画
令和３年度当初予算額 74千円

〈目 的〉

通勤時におけるＣＯ２排出量削減を図るため，エコ通勤の普及啓発を行う。

〈事業内容〉

エコ通勤を普及啓発するための広報及び普及啓発用チラシの配布

事 業 名 等 オ かごしま脱炭素社会モデル創造事業（屋久島） 事業開始年度 平成21～

実 施 主 体 県 負担割合 県10/10

（根拠法令等）
令和４年度当初予算額 10,634千円

地球温暖化対策の推進に関する法律，

県地球温暖化対策推進条例，県地球温暖化対策実行計画
令和３年度当初予算額 5,570千円

〈目 的〉

ほぼ全ての電力が水力発電で賄われている屋久島において，ＣＯ２の発生が抑制された先進的な地域づ

くりを促進するため，モデル性や発信性の高い取組を行う。

〈事業内容〉

屋久島ＣＯ２フリーの島づくりの取組として，電気自動車体験会の開催や急速充電設備の維持管理等

を実施

事 業 名 等 カ 九州エコファミリー応援アプリ推進事業 事業開始年度 令和３～

実 施 主 体 県（九州エコファミリー応援アプリ運営協議会） 負担割合 県10/10（環境保全

基金充当）

（根拠法令等）
令和４年度当初予算額 2,649千円

地球温暖化対策の推進に関する法律，

県地球温暖化対策推進条例，県地球温暖化対策実行計画
令和３年度当初予算額 2,645千円

〈目 的〉

手軽にＣＯ２削減行動に取り組むとポイントが貯まる九州各県共通のスマートフォンアプリ「九州エコファ

ミリー応援アプリ」を管理・運用する。

〈事業内容〉

地球温暖化防止に繋がる行動（アクション）を行うとポイントが貯まるアプリを活用する。
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事 業 名 等 キ カーボンニュートラル普及啓発事業（新規） 事業開始年度 令和４～

実 施 主 体 県 負担割合 県10/10

（根拠法令等）
令和４年度当初予算額 36,273千円

地球温暖化対策の推進に関する法律，

県地球温暖化対策推進条例，県地球温暖化対策実行計画
令和３年度当初予算額 ―

〈目 的〉

地球温暖化の現状，温室効果ガスの排出削減や気候変動への適応の必要性について，県民や事業者の

理解を深め，地球温暖化対策に対する機運醸成を図るため，取組事例等の動画やテレビ・インターネッ

ト広告による情報発信を行うとともに，各種イベントを開催する。

〈事業内容〉

１ カーボンニュートラルの動画作成の作成

２ かごしまカーボンニュートラル・フェア（仮称）の開催

事 業 名 等 ク 地球温暖化対策実行計画改定事業（新規） 事業開始年度 令和４～

実 施 主 体 県 負担割合 県10/10

（根拠法令等）
令和４年度当初予算額 6,555千円

地球温暖化対策の推進に関する法律，

県地球温暖化対策推進条例，県地球温暖化対策実行計画
令和３年度当初予算額 ―

〈目 的〉

地球温暖化対策推進法の改正や国の地球温暖化対策計画の改定を踏まえ，2030年度の温室効果ガス排

出削減目標を引き上げるとともに，その達成に向けて対策・施策を充実させるため，県地球温暖化対策

実行計画の改定を行う。

〈事業内容〉

１ 実行計画改定に係る調査の実施

２ 改定実行計画の作成
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３ 廃棄物・リサイクル対策課



⑴ 施策体系

脱炭素社会の実現と豊かな自然との共生

地球環境を守る脱炭素社会づくり

温室効果ガス排出削減対策等の推進

フロン対策推進事業

環境負荷が低減される循環型社会の形成

ごみの排出抑制・リサイクル等の促進

廃棄物処理施設指導監督事業

ごみ減量化・リサイクル等推進事業

海岸漂着物地域対策推進事業

産業廃棄物の排出抑制，減量化，リサイクル及び処理施設整備の促進

産業廃棄物循環型社会推進事業

産業廃棄物税税効果検証事業

産業廃棄物の適正処理の推進

産業廃棄物指導管理事業

産業廃棄物処理対策事業

産業廃棄物適正処理推進事業

エコパークかごしま関連事業

産業廃棄物管理型最終処分場整備推進基金造成事業

廃棄物処理体制整備事業

自然と共生する地域社会づくり

多様な自然環境の保全・再生

ヤスデまん延防止対策事業

ダイオキシン類対策事業
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⑵ 事業概要

事 業 名 等 ア フロン対策推進事業 事業開始年度 平成７～

実 施 主 体 県 負担割合 県10/10

（根拠法令等）
令和４年度当初予算額 284千円

フロン排出抑制法，特定物質の規制等によるオゾン層の保護

に関する法律，県環境基本条例，県環境基本計画
令和３年度当初予算額 209千円

〈目 的〉

オゾン層の保護及び地球温暖化対策の推進を図るため，フロン排出抑制法の適正な施行等により，フ

ロン類を使用した業務用冷凍空調機器（第一種特定製品）の適正な設置と管理，フロンの適正な充塡・

回収・破壊等を促進する。

〈事業内容〉

フロン排出抑制法の施行事務

・業務用冷凍空調機器（第一種特定製品）の管理者等に対する指導・監督，立入検査等

・第一種フロン類充塡回収業者の登録・更新，立入検査等

事 業 名 等 イ 廃棄物処理施設指導監督事業 事業開始年度 昭和48～

実 施 主 体 県 負担割合 国1/2，県1/2

（根拠法令等）
令和４年度当初予算額 733千円

循環型社会形成推進交付金交付要綱

令和３年度当初予算額 671千円

〈目 的〉

廃棄物を適正に処理し生活環境の保全を図るため，一般廃棄物処理施設整備について，市町村等への

指導監督を行う。

〈事業内容〉

１ 一般廃棄物処理施設の整備に関する指導・助言

２ 交付金事業に係る指導監督並びに交付金交付事務

〈一般廃棄物処理施設の整備状況（令和３年４月１日現在）〉
区 施 ・処理施設については処理能力 市町村

施 設 別 設 ・埋立処分施設については令和２年度末 備 考
分 数 埋立残余容量（推計値） 市 町 村 計
ご 焼 却 施 設 35 2,103.9 t/日 18 19 4 41

中 間 処 理 施 設 21 386.3 t/日 17 18 2 37
み 埋立処分地施設 30 2,771.0 千 19 19 2 40 休止中の残余容量は除く
し し 尿 処 理 施 設 25 2,355.0 k /日 19 14 2 35
尿 地域し尿処理施設 4 2,919.0 m３/日 3 3 薩摩川内市(2),姶良市,鹿児島市

〈指導監督事務補助実績（国庫）〉
年度 補助金(千円)
30 ３１０
元 ３１０
２ ２３０

〈令和４年度事業計画〉
区 分 箇所数 規 模 備 考

焼 却 施 設 ４ 825t/日 新規１ ｴﾈﾙｷﾞｰ回収型廃棄物処理施設 (140t)
継続３ 基幹的設備改良事業 （530t)

ｴﾈﾙｷﾞｰ回収型廃棄物処理施設（220t)
ｴﾈﾙｷﾞｰ回収型廃棄物処理施設（ 14t)

マ テ リ ア ル リ サ イ ク ル 施 設 ２ 30t/日 新規２ リサイクルセンター （ 14t)
リサイクルセンター ( 16t)

最 終 処 分 場 １ 7,000㎥ 新規１
し 尿 処 理 施 設 １ ６㎘/日 継続１
施設整備に関する計画支援事業 ８ ― 新規４，継続４
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事 業 名 等 ウ ごみ減量化・リサイクル等推進事業 事業開始年度 平成４～

実 施 主 体 県 負担割合 県10/10

（根拠法令等）
令和４年度当初予算額 1,054千円

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律，特定家庭用機器再商品化法

使用済自動車の再資源化等に関する法律
令和３年度当初予算額 791千円

〈目 的〉

１ 県民，事業者，行政が一体となったごみの減量化・リサイクル対策を推進する。

２ 容器包装リサイクル法や家電リサイクル法の普及啓発等を行う。

３ 自動車リサイクル法に基づく使用済自動車の再資源化等の促進を図る。

〈事業内容〉

（ごみ減量化・リサイクル推進協議会活動関係）

１ 県ごみ減量化・リサイクル推進協議会の開催，ごみ減量等推進研修会の開催

２ 事業者・市町村等と連携したリペアを推奨する「九州まちの修理屋さん」事業の実施

３ 事業者・市町村等と連携した「九州食品ロス削減推進事業」の実施（食べきり協力店の募集・公表

等）

（家電リサイクル促進関係）

１ 家電リサイクルに係る市町村等との連絡・調整

２ 離島対策事業協力制度に係る関係市町村への指導や関係団体との調整

（自動車リサイクル促進関係）

１ 市町村や関連事業者に対する普及啓発

２ 関連事業者の登録・許可及び指導等

３ 離島対策支援事業に係る関係市町村への指導や関係団体との調整

〈事業の実施状況〉

令和３年度

１ 県ごみ減量化・リサイクル推進協議会の開催

２ ごみ減量等推進研修会の開催

３ 「九州まちの修理屋さん」事業の実施

４ 「九州食品ロス削減推進事業」の実施

５ 「鹿児島県マイバッグキャンペーン」の実施

事 業 名 等 エ 海岸漂着物地域対策推進事業 事業開始年度 平成21～

実 施 主 体 県，市町村 負担割合 国7～10／10

（根拠法令等）
令和４年度当初予算額 308,440千円

海岸漂着物処理推進法

令和３年度当初予算額 299,486千円

〈目 的〉

海岸における良好な景観及び環境の保全を図るため，海岸漂着物等の回収・処理や発生抑制対策に取

り組むとともに，海岸漂着物対策の推進に係る連絡調整を図るため，学識経験者等で構成する県海岸漂

着物対策推進協議会を開催する。

〈事業内容〉

１ 海岸漂着物等の回収・処理及び発生抑制対策

２ 海岸漂着物対策推進協議会の開催

〈事業の実施状況〉

令和３年度

１ 海岸漂着物等の回収・処理及び発生抑制対策の実施 県及び36市町村

２ 海岸漂着物対策推進協議会の開催

３ 「鹿児島県海岸漂着物対策推進地域計画」の改定
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事 業 名 等 オ 産業廃棄物循環型社会推進事業 事業開始年度 平成17～

実 施 主 体 県 負担割合 県10/10

（根拠法令等）
令和４年度当初予算額 71,862千円

廃棄物の処理及び清掃に関する法律，県産業廃棄物税条例

令和３年度当初予算額 66,685千円

〈目 的〉
産業廃棄物の減量化・リサイクルを推進し，循環型社会の形成を図るため，産業廃棄物処理業者等に

対する研修会の実施，計量器の整備に対する助成，産学官連携による産業廃棄物の処理技術の開発等へ
の取組に対する支援，産業廃棄物を原材料とするリサイクル製品の認定と利用の促進，産業廃棄物の安
定化促進等の手法の検討と評価，産業廃棄物処理施設の新設，改良等の支援等を行う。

〈事業内容〉
１ 産業廃棄物リサイクル等研修事業
２ 産業廃棄物処理施設計量器整備事業

産業廃棄物の適正処理や課税の適正化を推進するため，最終処分業者や中間処理業者が実施する計
量器の整備に対する助成を行う。

３ 産業廃棄物リサイクル技術等支援事業
産学官連携による産業廃棄物の処理技術の開発等への取組に対する支援を行う。

４ リサイクル製品普及事業
産業廃棄物を原材料とするリサイクル製品の認定と利用の促進及び試験分析費の補助支援

５ 廃棄物安定化促進等評価事業
管理型処分場における廃棄物の安定化促進等に係る知見を収集する。

６ 産業廃棄物リサイクル施設等整備支援事業
〈事業の実施状況〉

令和３年度
１ 産業廃棄物リサイクル等研修事業

リサイクル等の取組先進企業等による事例発表
Ｗｅｂ開催，受講者141人
県内の産業廃棄物処理業者が講習等の受講料等を負担する場合の助成
労働安全衛生に関するセミナー及び産業廃棄物処理業の体験型学習会を開催

２ 産業廃棄物処理施設計量器整備事業 ９件
３ 産業廃棄物リサイクル技術等支援事業

セミナー・懇話会の開催，アドバイザー派遣
４ リサイクル製品普及事業

土木建築関係など31製品を「かごしま認定リサイクル製品」として認定
５ 廃棄物安定化促進等評価事業

埋立地内への空気流入量測定，埋立層の温度管理，模擬埋立実験等を行い，安定化促進等に係る知
見の収集を実施

６ 産業廃棄物処理施設整備促進事業 ３件

事 業 名 等 カ 産業廃棄物税税効果検証事業 事業開始年度 平成18～

実 施 主 体 県 負担割合 県10/10

（根拠法令等）
令和４年度当初予算額 1,090千円

廃棄物の処理及び清掃に関する法律，県産業廃棄物税条例

令和３年度当初予算額 1,144千円

〈目 的〉
産業廃棄物税は，排出事業者に税による経済的負担を課することにより，産業廃棄物の排出抑制，減

量化，再生利用等の促進を目的とした目的税であることから，税導入による産業廃棄物の排出抑制，減
量化等の促進等の効果検証を行う。

〈事業内容〉
産業廃棄物処理業者の処理実績報告等を基に，県内の産業廃棄物の排出量，減量化量等を推計するこ

とにより税効果を検証する。
１ 令和２年度の処理実績報告，多量排出事業者の処理計画実施状況報告の統計・分析処理
２ 令和２年度の県内の産業廃棄物の排出量，減量化量等の推計

〈事業の実施状況〉
令和３年度
令和元年度の県内の産業廃棄物排出量等を推計
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事 業 名 等 キ 産業廃棄物指導管理事業 事業開始年度 平成３～

実 施 主 体 県 負担割合 県10/10

（根拠法令等）
令和４年度当初予算額 5,601千円

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

令和３年度当初予算額 5,499千円

〈目 的〉

産業廃棄物処理業の許可事務や産業廃棄物処理施設の設置許可事務を行うとともに，「鹿児島県産業

廃棄物等の処理に関する指導要綱」に基づく事前協議事務等を行い，県内の産業廃棄物の適正な処理を

推進する。

〈事業内容〉

１ 許可指導事務

法に基づく許可，届出に係る審査

２ 指導要綱施行事務

(1) 処理施設設置に係る事前協議

(2) 県外産業廃棄物の搬入事前協議審査・指導

(3) 不法投棄に関する措置等

３ 産業廃棄物情報処理システム事業

産業廃棄物の処理実績報告書等の集計処理

〈事業の実施状況〉

令和２年度

１ 産業廃棄物処理業許可件数 533件

２ 産業廃棄物処理施設設置許可件数 9件

３ 処理施設事前協議完了件数 32件

４ 県外産業廃棄物の搬入事前協議承認件数 116件

事 業 名 等 ク 産業廃棄物処理対策事業 事業開始年度 平成３～

実 施 主 体 県 負担割合 県10/10

（根拠法令等）
令和４年度当初予算額 11,776千円

廃棄物の処理及び清掃に関する法律，ダイオキシン類対策特

別措置法
令和３年度当初予算額 11,751千円

〈目 的〉

産業廃棄物の減量化・リサイクルを推進し，循環型社会の形成を図る。

〈事業内容〉

１ 多量排出事業者の産業廃棄物処理計画の作成指導

２ 産業廃棄物処分場等監視指導事業

(1) 処分場等への立入調査

(2) 処分場の放流水等の分析調査

〈事業の実施状況〉

１ 多量排出事業者の産業廃棄物処理計画作成 142 事業所（令和３年度)

多量排出事業者の特別管理産業廃棄物処理計画作成 27 事業所（令和３年度）

２ 廃棄物等の分析業務委託の分析実績 81 検体 （令和２年度）

３ 令和２年度ダイオキシン類排出状況調査結果の公表

［調査結果］

１施設が排出ガスの基準を超過，炉の改修を行い，事業者による再測定を行った結果，排出基準に

適合

廃棄物焼却施設の排出ガス ８施設

廃棄物最終処分場の放流水 ７施設

廃棄物最終処分場の地下水 ７施設

４ 令和２年度ダイオキシン類自主測定結果（特定施設の設置者から報告のあった排出ガス等）の公表

［測定結果］

対象施設１１６（うち基準適合１１４ 未報告１ 基準超過１）

・未 報 告：仲介業者(維持管理業者）との調整がつかず，未測定（令和３年度測定予定）

・基準超過：炉の改修を行い，事業者による再測定を行った結果，排出基準に適合
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事 業 名 等 ケ 産業廃棄物適正処理推進事業 事業開始年度 平成６～

実 施 主 体 県 負担割合 県10/10

（根拠法令等）
令和４年度当初予算額 47,273千円

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

令和３年度当初予算額 49,733千円

〈目 的〉

産業廃棄物適正処理監視指導員等が巡回指導や不法投棄防止パトロールを行うとともに，「産業廃棄

物不法処理防止連絡協議会」の開催，産廃不法投棄110番や不法投棄防止強化月間の普及啓発などにより，

産業廃棄物の不法投棄の未然防止に努めるとともに，監視体制の強化を図る。

また，産業廃棄物の適正処理の一環として，不法投棄された原因者不明の産業廃棄物を撤去し，原状

回復を行った場合，経費を助成する。

〈事業内容〉

１ 産業廃棄物の適正処理指導

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条に基づく立入検査

(2) 指導対象施設の巡回指導

(3) 不法投棄パトロールの実施及び苦情等の調査・指導

２ 産業廃棄物不法処理防止連絡協議会の開催

(1) 各機関の保有する産業廃棄物関係情報の収集及び交換

(2) 各機関相互の協力・信頼関係の増進及び組織活動の強化

３ 不法投棄監視ネットワークの運用

市町村との連携強化，パトロールカー配備

４ 不法投棄防止強化月間の実施

強化月間内（11月）に，関係機関との合同パトロール，事業者への立入，

広報媒体による普及啓発

５ 産廃不法投棄110番の運用

６ 不法投棄等原状回復促進事業

〈事業の実施状況〉

１ 不法投棄確認指導件数27件（令和２年度）

２ 排出事業者，処理業者に対する監視・指導 立入検査数7,950件（令和２年度）

３ 不法処理防止連絡協議会の書面開催（令和３年度）

４ 不法投棄監視ネットワークの運用

５ 不法投棄防止強化月間の実施（毎年度11月）

１日産廃Ｇメン・合同出発式，関係機関との合同監視・パトロール

６ 産廃不法投棄110番の運用（平成16年11月開設）

７ 産廃不法投棄原状回復事業の実施件数１件（令和３年度）
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事 業 名 等 コ エコパークかごしま関連事業 事業開始年度 平成６～
実 施 主 体 県，(公財)鹿児島県環境整備公社 負担割合 県10/10 (一部 国57.5/100,県42.5/100)

（根拠法令等）
令和４年度当初予算額 241,118千円

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

令和３年度当初予算額 197,184千円

〈目 的〉
公共関与による産業廃棄物管理型最終処分場エコパークかごしまについて，周辺住民への普及啓発等

を図り，本県における循環型社会の形成や地域産業の振興に資する。
〈事業内容〉

公共関与による産業廃棄物管理型最終処分場エコパークかごしまについて，地域の方々に理解を深め
ていただくため広報誌の発行等を行う。また，地域振興策として道路整備や河川改修を行う。

令和４年度計画
１ 普及啓発活動推進事業

広報誌の発行等
２ エコパークかごしま周辺地域振興事業

薩摩川内市に対する道路新設工事費の負担
３ エコパークかごしま周辺地域環境整備事業

(1) 道路整備
(2) 河川改修

４ エコパークかごしま用地・補償事業
〈事業の実施状況〉

平成19～令和３年度
１ 薩摩川内市川永野地区を候補地に選定（平成19年５月８日）
２ 薩摩川内市川永野地区を整備地に決定（平成20年９月８日）
３ 立地可能性等調査（平成19～20年度）
４ 基本計画・基本設計（平成21年度）
５ 設計・施工一括発注（平成22年10月12日）
６ 実施設計（平成22年度）
７ 関係自治会等への説明会等の開催（平成19～28年度）
８ 県外先進地視察の実施（平成19～26年度）
９ 産業廃棄物セミナーの実施（平成19～21年度）
10 着工（平成23年７月11日）
11 竣工（平成26年12月20日）

事 業 名 等 サ 産業廃棄物管理型最終処分場整備推進基金造成事業 事業開始年度 平成17～
実 施 主 体 県 負担割合 県10/10

（根拠法令等）
令和４年度当初予算額 53,900千円

県産業廃棄物管理型最終処分場整備推進基金条例

令和３年度当初予算額 44,724千円

〈目 的〉
公共関与による産業廃棄物管理型最終処分場の整備及びその推進を図るために要する費用に充当する

ため，基金を造成する。
〈事業内容〉

産業廃棄物税の税収の一部を毎年度積み立てる。
〈基金の積立状況〉 （単位：千円）

年度 積立金 取崩し見込額 年度末現在高
１７ 64,421 0 64,421 ※１ 基金運用益分を含む。
１８ 74,991 0 139,412 ２ 端数処理により合計は合わない。
１９ 33,071 0 172,483
２０ 53,676 0 226,159
２１ 53,831 0 279,990
２２ 1,535,909 0 1,815,899
２３ 82,876 249,523 1,649,252
２４ 87,344 579,461 1,157,135
２５ 115,557 798,269 474,423
２６ 111,941 455,014 131,350
２７ 37,984 23,424 145,909
２８ 69,432 31,692 183,650
２９ 87,158 16,470 254,337
３０ 88,491 21,111 321,717
元 158,568 29,796 450,489
２ 74,855 93,120 432,223
３ 101,281 78,144 455,360

累計 2,831,385 2,376,025 455,360
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事 業 名 等 シ 廃棄物処理体制整備事業 事業開始年度 令和３～

実 施 主 体 県 負担割合 県10/10

（根拠法令等）
令和４年度当初予算額 2,646千円

廃棄物の処理及び清掃に関する法律，県廃棄物処理計画

令和３年度当初予算額 3,661千円

〈目 的〉

緊急時における廃棄物処理業の継続的な処理体制を整備する。

〈事業内容〉

１ ＢＣＰ策定支援業務

産業廃棄物処理事業者のＢＣＰ策定を促進する。

事 業 名 等 ス ヤスデまん延防止対策事業 事業開始年度 平成６～

実 施 主 体 県 負担割合 県10／10（一部環境保全基金充当）

（根拠法令等）
令和４年度当初予算額 1,587千円

令和３年度当初予算額 2,778千円

〈目 的〉

ヤンバルトサカヤスデのまん延防止に係る普及啓発を行うとともに，ヤンバルトサカヤスデ対策検討

委員会や住民説明会等の開催，効果的な駆除方法やヤスデ発生地区における発生状況等の調査等を行う。

〈事業内容〉

１ 啓発用リーフレットの作成・配布

２ 対策検討委員会，住民説明会等の開催

３ 発生状況等確認調査の実施

４ 侵入防止対策マニュアルの普及

事 業 名 等 セ ダイオキシン類対策事業 事業開始年度 平成10～

実 施 主 体 県 負担割合 県10/10

（根拠法令等）
令和４年度当初予算額 2,051千円

廃棄物の処理及び清掃に関する法律，ポリ塩化ビフェニル廃

棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
令和３年度当初予算額 2,039千円

〈目 的〉

ダイオキシン類対策の円滑な実施及びポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）廃棄物の適正処理の推進を図る。

〈事業内容〉

１ ダイオキシン類の発生源である廃棄物焼却施設について，構造基準・維持管理基準遵守の検査指導

２ ＰＣＢ廃棄物について，期限内に確実かつ適正な処理を推進するための保管事業者等への指導等
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４ 自然保護課



⑴ 施策体系

脱炭素社会の実現と豊かな自然との共生

自然と共生する地域社会づくり

多様な自然環境の保全・再生

自然環境保全対策事業

自然公園等管理事業

国立公園施設整備推進事業

県立自然公園満喫周遊事業（一部組替新規）

ウミガメ保護対策事業

未来へつなごう鹿児島の生物多様性推進事業

希少野生動植物保護対策事業

外来動植物被害防止総合対策事業

奄美野生生物保護促進事業

鳥獣保護対策事業

特定地域鳥獣保護管理事業

自然に学び，自然とふれあい，自然を生かす取組の推進

屋久島・奄美世界自然遺産管理運営推進事業（新規）

屋久島環境文化村中核施設管理運営委託事業

世界自然遺産の保全と持続可能な利用の推進

屋久島・奄美世界自然遺産管理運営推進事業（新規）（再掲）

奄美世界自然遺産保全・活用推進事業（新規）

屋久島環境文化村中核施設管理運営委託事業（再掲）

安心・安全な県民生活の実現

強靱な県土づくりと危機管理体制の強化

様々な危機事象への適切な対応

鳥インフルエンザ環境調査事業
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多様で魅力ある奄美・離島の振興

島々の魅力を生かした奄美・離島の振興

島々の魅力を生かした地域づくり

屋久島・奄美世界自然遺産管理運営推進事業（新規）（再掲）

奄美世界自然遺産保全・活用推進事業（新規）（再掲）

屋久島環境文化村中核施設管理運営委託事業（再掲）

世界自然遺産の保全と持続的な観光の推進

世界自然遺産の保全と利用の両立

屋久島・奄美世界自然遺産管理運営推進事業（新規）（再掲）

奄美世界自然遺産保全・活用推進事業（新規）（再掲）

屋久島環境文化村中核施設管理運営委託事業（再掲）
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⑵ 事業概要

事 業 名 等 ア 自然環境保全対策事業 事業開始年度 昭和44～

実 施 主 体 県 負担割合 県10/10

（根拠法令等）
令和４年度当初予算額 2,304千円

自然環境保全法，県自然環境保全条例，自然公園法，

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律
令和３年度当初予算額 2,036千円

〈目 的〉

自然環境保全対策事業の各施策を実施することにより，優れた自然環境の保全を図る。

〈事業内容〉

１ 環境審議会（自然環境部会・鳥獣部会）

自然環境の保全に関する重要事項を調査・審議するために環境審議会の各部会の運営を行う。

自然環境部会 ９人 鳥獣部会 ８人 （委員数 令和４年３月31日現在）

２ 自然保護思想の普及

(1) 自然保護推進員（ボランティア）の設置（51人，自然公園所在市町村）

(2) 民間自然保護団体への加入 霧島連山自然保護協議会

３ 自然保護総合調整

自然保護行政の円滑な推進を図るため，関係機関との総合的な調整を行う。

事 業 名 等 イ 自然公園等管理事業 事業開始年度 昭和32～

実 施 主 体 県 負担割合 県10/10，国10/10

（根拠法令等）
令和４年度当初予算額 6,651千円

自然公園法，県立自然公園条例，自然環境保全法，

県自然環境保全条例
令和３年度当初予算額 3,221千円

〈目 的〉

国立公園・国定公園・県立自然公園・県自然環境保全地域の適正な管理を行う。

〈事業内容〉

１ 自然公園等管理事務

自然公園等の指定状況

国立公園４カ所，国定公園２カ所，県立自然公園10カ所，県自然環境保全地域２カ所

２ 公園区域内における許認可事務

許認可件数 446件（令和２年度）

３ 現地調査及び関係機関との連絡調整

既存標識の修繕

４ 甑島国定公園協働型管理運営推進事業

甑島ツーリズム推進協議会等により，甑島国定公園の適正な保護と利用の促進を図る。

５ 甑島国定公園再点検事業

採取等を規制する指定植物の指定に向け，指定植物のリスト案を作成する。

事 業 名 等 ウ 国立公園施設整備推進事業 事業開始年度 令和３～

実 施 主 体 施設整備：市町村，事務費：県 負担割合 国5/10，県10/10

（根拠法令等）
令和４年度当初予算額 17,623千円

自然公園法，自然環境整備交付金交付要綱，自然環境整備交

付金取扱要領，県国立公園施設整備推進事業補助金交付要網
令和３年度当初予算額 8,688千円

〈目 的〉

国立公園における観光客の受入体制を整えるにあたり，市町村が行う施設整備に対して補助を行う。

〈事業内容〉

１ 施設整備（奄美群島国立公園（１箇所））

２ 事務費
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事 業 名 等 エ 県立自然公園満喫周遊事業（一部組替新規） 事業開始年度 令和３～

実 施 主 体 県 負担割合 県10/10（一部環境保全基金充当）

（根拠法令等）
令和４年度当初予算額 4,713千円

県立自然公園条例

令和３年度当初予算額 4,948千円

〈目 的〉
県立自然公園の利用や地域での自然環境を活用した取組を促進するため，地域関係者と連携した自然

体験メニュー等の造成や多様な利用者層に対する情報発信力の強化を図り，併せて，受入環境整備など
に対するスタートアップ支援を行う。

〈事業内容〉
１ 県立自然公園内の自然体験メニューや周遊コースの造成，環境文化の発掘
２ 観光サイト等による自然公園の魅力や楽しみ方の情報発信
３ 受入環境整備など自然資源を活用した地域での取組に対するスタートアップ支援

事 業 名 等 オ ウミガメ保護対策事業 事業開始年度 昭和63～

実 施 主 体 県 負担割合 県10/10（一部環境保全基金充当）

（根拠法令等）
令和４年度当初予算額 7,087千円

鹿児島県ウミガメ保護条例

令和３年度当初予算額 7,107千円

〈目 的〉
絶滅のおそれがあるとともに学術的・文化的価値のあるウミガメの保護を図る。

〈事業内容〉
１ 普及啓発事業

(1) ウミガメ保護パトロール開始の周知
(2) 県ホームページ等による住民への周知徹底

２ 保護監視体制
(1) 市町村ウミガメ保護監視員設置に対する補助（県1/2，市町村1/2の負担）
(2) 関係警察署等によるパトロール

３ 県ウミガメ保護対策連絡協議会
県，関係市町村，県警察本部等の関係機関が，連絡調整及び情報交換を行うことにより，効果的な

保護対策を確立するため開催する。
〈状 況〉

ウミガメ上陸確認回数の推移
Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３

上陸確認頭数 4,741 5,179 2,731 2,161 3,640 2,714
上陸確認市町村 33 33 32 31 31 33

事 業 名 等 カ 未来へつなごう鹿児島の生物多様性推進事業 事業開始年度 令和２～

実 施 主 体 県，各種団体等 負担割合 県10/10(環境保全基金充当)，国10/10

（根拠法令等）
令和４年度当初予算額 1,900千円

生物多様性基本法

鹿児島県希少野生動植物の保護に関する条例
令和３年度当初予算額 1,900千円

〈目 的〉
本県の生物多様性の保全にかかる県民自らの取組等を一層促進し，生物多様性の保全及び奄美の世界

自然遺産価値の保全を図る。
〈事業内容〉

１ 生物多様性普及啓発事業
(1) みんなの生物多様性サポーター支援事業

地域において生物多様性の保全に関する普及啓発活動等に取り組む自治会，ＮＰＯ法人等団体
の支援。

(2) 鹿児島県指定希少野生動植物の保全対策事業
県指定希少野生動植物のうち，緊急に保全が必要な種について，保全技術・手法を確立し，そ

の技術等を地元住民や他の団体に提供する。
２ 奄美世界自然遺産地域保全対策事業

(1) 奄美世界自然遺産核心地域保全
県が公有化した奄美大島の森林における植生調査を基に，保全対策を実施する。
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事 業 名 等 キ 希少野生動植物保護対策事業 事業開始年度 平成15～

実 施 主 体 県 負担割合 県10/10（一部環境保全基金充当）

（根拠法令等）
令和４年度当初予算額 1,474千円

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律，

鹿児島県希少野生動植物の保護に関する条例
令和３年度当初予算額 2,094千円

〈目 的〉

県内各地に配置した希少野生動植物保護推進員による保護活動や普及啓発活動のほか，希少野生動植

物の指定や監視体制の強化など，県内に生息・生育する希少な野生動植物の保護を行う。

〈事業内容〉

１ パンフレットの作成・配布による普及啓発

２ 希少野生動植物保護対策検討委員会の開催

３ 希少野生動植物保護推進員の設置及び研修会の開催

４ 普及啓発ツール等を活用した監視体制の強化

５ 希少野生動植物保護に関する現地講習会

事 業 名 等 ク 外来動植物被害防止総合対策事業 事業開始年度 令和３～

実 施 主 体 県 負担割合 県10/10（一部環境保全基金充当）

（根拠法令等）
令和４年度当初予算額 3,350千円

特定外来生物による生態系に係る被害の防止に関する法律

指定外来動植物による鹿児島の生態系に係る被害の防止に関
令和３年度当初予算額 3,450千円

する条例

〈目 的〉

侵略的外来種による本県の貴重な生態系等への影響を防止するため，県条例指定の外来動植物の取扱

いに関する普及啓発や，外来種駆除マニュアルの整備など，総合的な被害防止対策を行う。

〈事業内容〉

１ 条例に基づく普及啓発の強化

２ 外来種対策検討委員会の開催

３ 外来動植物対策推進員の設置

４ 侵入初期の外来種対策

事 業 名 等 ケ 奄美野生生物保護促進事業 事業開始年度 平成12～

実 施 主 体 奄美自然体験活動推進協議会 負担割合 県10/10

（根拠法令等）
令和４年度当初予算額 820千円

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律，

自然環境保全法，生物多様性に関する条約
令和３年度当初予算額 820千円

〈目 的〉

県と奄美地域の地元市町村等が一体となって，奄美自然体験活動推進協議会を設置し，奄美地域の自

然環境の保全・普及啓発や地域振興を図る。

〈事業内容〉

１ 奄美地域の自然資源に関する情報の収集及び提供

２ 自然解説技術に関する資質向上のための研修の実施

３ 奄美地域の自然体験活動に関係する施設の運営の協力

４ 奄美地域の自然環境の保全と地域振興のための普及啓発

５ 組織職員による奄美地域の自然体験活動及び自然環境保全に関する研修の実施

６ その他の必要な活動
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事 業 名 等 コ 鳥獣保護対策事業 事業開始年度 昭和38～

実 施 主 体 県 負担割合 県10/10（一部環境保全基金充当）

（根拠法令等）
令和４年度当初予算額 10,383千円

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律

令和３年度当初予算額 10,424千円

〈目 的〉
野生鳥獣の保護増進を図るため，鳥獣保護区の指定管理，生息調査及び保護思想の普及啓発等を行う。

〈事業内容〉

１ 鳥獣保護区の指定・管理
鳥獣保護管理事業計画に基づき，鳥獣保護区の指定やその管理運営を行う。

２ 鳥獣保護思想の普及啓発
愛鳥週間作品コンクールを実施し，ポスターの優秀作品を表彰する。

愛鳥思想高揚のための教育・クラブ活動等が活発で，他の学校の模範となる学校を愛鳥モデル校に
指定する。

傷病野生鳥獣の保護・治療を実施する。
３ 鳥獣生息調査（キジ・ヤマドリ出合数調査，ガン・カモ・ハクチョウ類一斉調査等）

狩猟解禁日（11月15日）にキジ・ヤマドリ出合数調査，１月16日にガン・カモ・ハクチョウ類一斉

調査を実施する。
４ 鳥獣保護管理員設置事業

県下に102名の鳥獣保護管理員を任命・配置し，鳥獣保護区等の管理，狩猟の取締り，一般住民及び
狩猟者の指導，鳥獣保護思想の普及啓発及び鳥獣に関する諸調査を実施する。

事 業 名 等 サ 特定地域鳥獣保護管理事業 事業開始年度 平成８～

実 施 主 体 市町村 負担割合 県1/2，市町村1/2

（根拠法令等）
令和４年度当初予算額 5,937千円

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律，

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
令和３年度当初予算額 5,937千円

〈目 的〉

出水平野におけるツル類の集中化の改善と農作物被害軽減のため，国指定出水・高尾野鳥獣保護区内
の東干拓地区において，生息環境の改善・整備を行う。

〈事業内容〉
１ 休遊地の確保（農地の借上げ）

ツルの渡来期間中に，東干拓地区の海側の農地を借り上げて，ツルのための休遊地として確保する。

２ ネグラの整備
休遊地内にネグラを設置し，借り上げ期間終了後農地に復旧する。

３ 給餌事業
休遊地において広く粗く給餌する。

４ 環境等調査，羽数調査の実施

５ 監視 県ツル保護会に依頼

事 業 名 等 シ 屋久島・奄美世界自然遺産管理運営推進事業（新規） 事業開始年度 令和４～

実 施 主 体 県 負担割合 県10/10（一部環境保全基金充当）

（根拠法令等）
令和４年度当初予算額 4,436千円

世界自然遺産，屋久島環境文化村マスタープラン

令和３年度当初予算額 －

〈目 的〉
屋久島・奄美の世界自然遺産としての価値の維持を図るため，世界自然遺産都道県連絡会議への参画，

県有地の管理等を行う。
〈事業内容〉

１ 世界自然遺産都道県連絡会議等への参画
２ 屋久島環境文化村構想推進
３ 屋久島山岳部利用対策
４ 奄美の県有地管理
５ 屋久島環境文化の聞き書き実施
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事 業 名 等 ス 屋久島環境文化村中核施設管理運営委託事業 事業開始年度 平成３～

実 施 主 体 県，町，財団 負担割合 県10/10

（根拠法令等）
令和４年度当初予算額 186,393千円

屋久島環境文化村ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ

令和３年度当初予算額 143,089千円

〈目 的〉

屋久島環境文化村構想を推進する拠点となる屋久島環境文化村中核施設の管理運営等を行う。

〈事業内容〉

１ 屋久島環境文化村中核施設管理運営委託

屋久島環境文化村センター及び屋久島環境文化研修センターの管理運営を指定管理者として指定し

た公益財団法人屋久島環境文化財団が行う。

屋久島環境文化村中核施設利用状況（平成８年７月開館） （単位：人）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

屋久島環境文化村センター入館者数 84,169 93,054 70,944 63,011 35,225

屋久島環境文化研修センター入館者数 7,009 8,055 8,004 7,342 2,794

２ 屋久島環境文化村中核施設設備整備（新規）

屋久島環境文化村センターの鉄骨外壁塗装工事等

屋久島環境文化研修センターの宿泊棟及び視聴覚室の外壁補修工事等

事 業 名 等 セ 奄美世界自然遺産保全・活用推進事業（新規） 事業開始年度 令和４～

実 施 主 体 県 負担割合 国5/10,県5/10

（根拠法令等）
令和４年度当初予算額 53,114千円

奄美の世界自然遺産

令和３年度当初予算額 －

〈目 的〉

世界自然遺産に登録された奄美の適切な保全・管理の継続的な実施に向けて，自然環境の保全と利用

の両立など必要な取組を推進する。

〈事業内容〉

１ 検討会・部会等の開催

２ 利用の適正化（遺産地域における利用ルールの運用）

３ 自然環境に配慮した公共事業

４ 貴重な生態系の保全

５ 奄美トレイルの推進

６ 奄美の世界自然遺産に係る普及啓発

事 業 名 等 ソ 鳥インフルエンザ環境調査事業 事業開始年度 平成21～

実 施 主 体 県 負担割合 県10/10

（根拠法令等）
令和４年度当初予算額 1,094千円

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律

令和３年度当初予算額 1,094千円

〈目 的〉

野鳥における高病原性鳥インフルエンザウイルスを早期に発見し，野生鳥獣の保護や人・家きんへの

感染予防に資するため，野鳥の糞便採取や死亡野鳥のウイルス検査を実施するとともに，初動防疫体制

の整備を図る。

〈事業内容〉

１ 死亡野鳥調査

野鳥の死亡個体，負傷個体を収容した後，検査試料を採取して簡易検査を実施，さらに試料を国

（検査機関）等へ送付する。

２ 糞便採取調査

出水市において年１回（10月または11月），ガン，カモ類の糞約100個を採取して，国（検査機関）

へ送付する。
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５ 環境保全課



⑴ 施策体系

脱炭素社会の実現と豊かな自然との共生

自然と共生する地域社会づくり

多様な自然環境の保全・再生

大気汚染防止事業

大気監視測定事業

酸性雨監視測定事業

大気監視測定機器整備事業

環境情報管理事業

騒音・振動・悪臭対策事業

ダイオキシン類対策事業

規制管理事業

水質保全事業

水質監視測定事業

水質監視測定機器整備事業

鹿児島湾ブルー計画推進事業

池田湖環境保全対策事業

環境保全委託調査事業

- 42 -



⑵ 事業概要

事 業 名 等 ア 大気汚染防止事業 事業開始年度 昭和45～

実 施 主 体 県 負担割合 県10/10

（根拠法令等）
令和４年度当初予算額 52千円

大気汚染防止法，県公害防止条例

令和３年度当初予算額 52千円

〈目 的〉
大気汚染防止法，県公害防止条例に規定する施設の届出書の受理・審査，立入検査，指導を行う。

〈事業内容〉
１ 大気汚染防止法に規定するばい煙，粉じん発生施設設置等届出の受理・審査や施設の立入検査等
２ 県公害防止条例に規定するばい煙，粉じん発生施設設置等届出の受理・審査や施設の立入検査等

事 業 名 等 イ 大気監視測定事業 事業開始年度 昭和46～

実 施 主 体 県 負担割合 県10/10

（根拠法令等）
令和４年度当初予算額 28,261千円

環境基本法，大気汚染防止法，県公害防止条例

令和３年度当初予算額 28,623千円

〈目 的〉
大気環境中のＰＭ2.5，光化学オキシダント，二酸化硫黄等を監視測定し，大気汚染の未然防止に努め

る。また，ばい煙発生施設の排出基準監視及び大気中の有害大気汚染物質のモニタリングを行う。
〈事業内容〉

１ 大気測定局，大気測定車による一般環境大気の監視測定
２ ばい煙発生施設の排出基準監視
３ 大気監視測定局等の維持管理
４ 大気監視テレメータシステムの維持管理
５ 有害大気汚染物質のモニタリング調査

一 般 環 境 大 気 測 定 局 一 覧 表 （設置主体が鹿児島県のもの）
測 定 項 目

市 町 測 定 局
SO２ NOｘ Oｘ SPM NMHC THC PM2.5 CO 風向･風速 その他

鹿 児 島 市 環 境 保 健 セ ン タ ー ○ ○ ○ ○
南 さ つ ま 市 南 さ つ ま ○ ○ ○
出 水 市 出 水 ○ ○
薩 摩 川 内 市 隈 之 城 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
いちき串木野市 羽 島 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
霧 島 市 霧 島 ○ ○ ○ ○ ○ ○
鹿 屋 市 鹿 屋 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
志 布 志 市 志 布 志 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
東 串 良 町 東 串 良 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
奄 美 市 奄 美 ○ ○ ○

計 7 6 9 7 5 5 7 0 10 －

自 動 車 排 出 ガ ス 測 定 局 一 覧 表 （設置主体が鹿児島県のもの）
測 定 項 目

市 測 定 局
SO２ NOｘ Oｘ SPM NMHC THC PM2.5 CO 風向･風速 その他

薩 摩 川 内 市 薩 摩 川 内 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 交通量

事 業 名 等 ウ 酸性雨監視測定事業 事業開始年度 昭和63～

実 施 主 体 県 負担割合 国10/10

（根拠法令等）
令和４年度当初予算額 7,416千円

環境基本法

令和３年度当初予算額 7,519千円

〈目 的〉
国の委託を受けて，屋久島で酸性雨の監視測定を行う。

〈事業内容〉
屋久島の国設酸性雨測定所における酸性雨のモニタリング（湿性沈着，植生）及び測定所の管理
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事 業 名 等 エ 大気監視測定機器整備事業 事業開始年度 昭和46～

実 施 主 体 県 負担割合 県10/10（一部国10/10）

（根拠法令等）
令和４年度当初予算額 30,116千円

環境基本法，騒音規制法，振動規制法，悪臭防止法，大気汚

染防止法，石油貯蔵施設立地対策等交付金交付規則，電源立
令和３年度当初予算額 24,564千円

地地域対策交付金交付規則

〈目 的〉

大気監視測定に必要な機器の整備等を行い，大気保全対策の推進を図る。

〈事業内容〉

大気，悪臭，騒音・振動測定に必要な機器の整備・維持管理

事 業 名 等 オ 環境情報管理事業 事業開始年度 平成７～

実 施 主 体 県 負担割合 県10/10

（根拠法令等）
令和４年度当初予算額 2,943千円

環境基本法，大気汚染防止法，水質汚濁防止法，土壌汚染対

策法，公害防止組織 法，県公害防止条例
令和３年度当初予算額 2,920千円

〈目 的〉

環境保全関係届出情報管理システムにおいて，大気汚染防止法や水質汚濁防止法，特定工場における

公害防止組織の整備に関する法律等に基づく届出等の情報について，台帳等による管理を行う。

〈事業内容〉

１ 大気汚染防止法及び県公害防止条例に基づくばい煙，粉じん，騒音，悪臭発生施設に係る各種届

出情報等の台帳管理

２ 水質汚濁防止法及び県公害防止条例に基づく特定施設に係る各種届出情報の台帳管理

３ 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく各種届出情報の台帳管理

事 業 名 等 カ 騒音・振動・悪臭対策事業 事業開始年度 昭和46～

実 施 主 体 県 負担割合 県10/10

（根拠法令等）
令和４年度当初予算額 4,053千円

環境基本法，騒音規制法，振動規制法，悪臭防止法，

県公害防止条例
令和３年度当初予算額 4,226千円

〈目 的〉

工場・事業場等の事業活動に伴い発生する騒音・振動・悪臭について規制を行うことにより，生活環

境の保全に資する。

〈事業内容〉

１ 騒音規制法等に基づき規制する地域の指定，指定に係る実態調査及び背景調査の実施

２ 鹿児島空港及び鹿屋飛行場に係る航空機騒音の監視測定

３ 深夜営業騒音の規制・指導

４ 県公害防止条例に基づく届出の受理・審査，立入検査・指導

５ 自動車交通騒音の監視測定

６ 新幹線鉄道に係る騒音及び振動の監視測定

事 業 名 等 キ ダイオキシン類対策事業 事業開始年度 平成12～

実 施 主 体 県 負担割合 県10/10

（根拠法令等）
令和４年度当初予算額 2,206千円

ダイオキシン類対策特別措置法

令和３年度当初予算額 2,206千円

〈目 的〉

ダイオキシン類に係る大気，水質（底質含む），地下水及び土壌の常時監視調査を行う。

〈事業内容〉

常時監視調査の実施：12地点
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事 業 名 等 ク 規制管理事業 事業開始年度 昭和50～

実 施 主 体 県 負担割合 県10/10

（根拠法令等）
令和４年度当初予算額 1,037千円

大気汚染防止法，水質汚濁防止法，ダイオキシン類対策特別

措置法，公害防止組織法，ＰＲＴＲ法
令和３年度当初予算額 1,008千円

〈目 的〉

工場・事業場における公害の未然防止指導を行うとともに，公害防止管理者等の設置を指導する。

また，ＰＲＴＲ法に基づく届出の受理・送付・集計・交付等を行う。

〈事業内容〉

１ 環境審議会の大気環境部会及び水環境部会の開催，調査審議

２ 公害防止組織法に基づく届出の受理・審査，指導

３ 大気，水質，騒音，粉じん等の公害の未然防止指導

４ ＰＲＴＲ法に基づく届出等に係る権限移譲交付金の交付

事 業 名 等 ケ 水質保全事業 事業開始年度 昭和46～

実 施 主 体 県 負担割合 県10/10

（根拠法令等）
令和４年度当初予算額 17,558千円

環境基本法，水質汚濁防止法，土壌汚染対策法，

県公害防止条例
令和３年度当初予算額 1,882千円

〈目 的〉

水質汚濁防止法，土壌汚染対策法及び県公害防止条例に基づく施設の届出書の受理・審査，立入検査，

指導を行う。また，県内各海域の文献調査及び水質調査等を行い，本県海域における環境基準を設定し，

水質保全を図る。

〈事業内容〉

１ 水質汚濁防止法等施行事務

⑴ 水質汚濁防止法や県公害防止条例に規定する特定施設の設置等届出の受理・審査

⑵ 特定施設の状況を把握するための立入調査の実施

２ 土壌汚染対策法施行事務

⑴ 施設の廃止等に伴う調査結果の確認，調査命令の発令等

⑵ 土壌汚染が判明した区域の指定・公示

３ 海域環境基準類型指定基礎調査事業

⑴ 水生生物の保全に係る環境基準の類型指定に係る文献調査・水質調査等

⑵ 未規制水域における類型指定に係る文献調査・水質調査等

事 業 名 等 コ 水質監視測定事業 事業開始年度 昭和46～

実 施 主 体 県 負担割合 県10/10

（根拠法令等）
令和４年度当初予算額 23,020千円

環境基本法，水質汚濁防止法

令和３年度当初予算額 23,615千円

〈目 的〉

公共用水域及び地下水の水質の常時監視や工場・事業場からの排出水の規制を行うことにより，県民

の健康の保護と生活環境の保全に資する。

〈事業内容〉

１ 水質環境基準監視

⑴ 公共用水域及び地下水の水質の常時監視

県内の37河川43水域，４湖沼４水域，８海域24水域について水質汚濁状況等を監視

また，147地点において，地下水の水質調査を実施

⑵ 海水浴場調査

県内の主要26海水浴場について，水質等の現状を把握するための水質調査の実施

⑶ 水質測定計画策定

県内の公共用水域及び地下水の水質常時監視についての国等との協議，並びに計画の策定

２ 排水基準監視

工場・事業場からの排出水の監視
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事 業 名 等 サ 水質監視測定機器整備事業 事業開始年度 昭和46～

実 施 主 体 県 負担割合 国10/10

（根拠法令等）
令和４年度当初予算額 2,590千円

環境基本法，水質汚濁防止法，石油貯蔵施設立地対策等交付

金交付規則
令和３年度当初予算額 5,258千円

〈目 的〉
環境基準監視や排水基準監視などの水質調査を的確かつ迅速に行うために必要な機器を整備して，水

質保全対策の推進を図る。
〈事業内容〉

水質監視に必要な機器の整備

事 業 名 等 シ 鹿児島湾ブルー計画推進事業 事業開始年度 昭和54～

実 施 主 体 県 負担割合 県10/10（一部環境保全基金運用益充当）

（根拠法令等）
令和４年度当初予算額 721千円

環境基本法，水循環基本法，鹿児島湾水質環境管理計画

令和３年度当初予算額 698千円

〈目 的〉
鹿児島湾ブルー計画を推進するため，研修会の開催等により普及啓発を行うとともに，自発的な実践

活動を促進して，県民の環境保全意識の高揚を図る。
○鹿児島湾ブルー計画：平成17年度～

〈事業内容〉
１ 鹿児島湾水質保全推進協議会等の運営

行政や住民団体，事業者団体などで組織する協議会の開催による相互の情報交換，水質保全に向
けた自主的・積極的な実践活動の促進

２ 鹿児島湾奥地域生活排水対策協議会への支援
鹿児島湾奥地域生活排水対策協議会において実施する湾奥地域での啓発事業，実践活動への支援

事 業 名 等 ス 池田湖環境保全対策事業 事業開始年度 昭和58～

実 施 主 体 県 負担割合 県10/10（一部環境保全基金運用益充当）

（根拠法令等）
令和４年度当初予算額 404千円

環境基本法，水循環基本法，池田湖水質環境管理計画

令和３年度当初予算額 404千円

〈目 的〉
南薩畑地かんがい事業による導水事業等の影響把握や関係市と県で構成する協議会による啓発活動等

により，池田湖水質環境管理計画の推進を図る。
○池田湖水質環境管理計画期間：令和３年度～

〈事業内容〉
１ 池田湖水質環境保全対策協議会への支援
２ 池田湖導水河川等の水質調査

事 業 名 等 セ 環境保全委託調査事業 事業開始年度 昭和59～

実 施 主 体 県 負担割合 国10/10

（根拠法令等）
令和４年度当初予算額 769千円

環境基本法，化学物質の審査及び製造等の規制に関する法

律，大気汚染防止法
令和３年度当初予算額 593千円

〈目 的〉
国の委託を受けて，本県における化学物質による環境汚染の実態を把握するとともに，分析技術の向

上と今後の環境行政の推進に資する。
〈事業内容〉

１ 初期環境調査
化学物質による環境リスクに係る施策の検討の基礎資料とするための調査

２ モニタリング調査
環境残留性が高く，環境残留実態の推移の把握が必要な物質を経年的に把握するための調査
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６ 森林経営課



⑴ 施策体系

脱炭素社会の実現と豊かな自然との共生

地球環境を守る脱炭素社会づくり

温室効果ガス排出削減対策等の推進

かごしまエコファンド推進事業

かごしまＣＯ２吸収量等認証推進事業（組替新規）
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⑵ 事業概要

事 業 名 等 ア かごしまエコファンド推進事業 事業開始年度 平成22～

実 施 主 体 県 負担割合 県10/10

（根拠法令等）
令和４年度当初予算額 1,691千円

県地球温暖化対策推進条例，県地球温暖化対策実行計画

令和３年度当初予算額 1,696千円

〈目 的〉

事業者及び県民などの自発的な温室効果ガスの排出削減の取組を促進するため，県内における事業活

動や社会活動により発生する温室効果ガスのうち，自ら削減できない排出量について，森林整備による

ＣＯ２吸収量により埋め合わせを行う取組を推進する。

〈事業内容〉

間伐等の森林整備及びクレジット（認証されたＣＯ２吸収量）代金の活用方策をプロジェクトとして登

録し，プロジェクトに基づき実施された森林整備によるＣＯ２吸収量をクレジットとして販売する「かご

しまエコファンド制度」の運用

事 業 名 等 イ かごしまＣＯ２吸収量等認証推進事業（組替新規） 事業開始年度 令和４～

実 施 主 体 県 負担割合 県10/10

（根拠法令等）
令和４年度当初予算額 2,904千円

県地球温暖化対策推進条例，県地球温暖化対策実行計画

令和３年度当初予算額 2,904千円

〈目 的〉

森林資源の循環利用により吸収・固定・削減されたＣＯ２量を県が認証し，地球温暖化対策への貢献度

を「見える化」することにより，県民等による森林吸収源対策の取組を促進する。

〈事業内容〉

鹿児島県二酸化炭素削減・吸収量認証審査会の運営，ＣＯ２固定量認証に係る申請受付，市町村と連携

した森林資源の循環利用に関する普及・啓発
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Ⅵ 資料編



１ 屋久島環境文化村中核施設の概要

⑴ 屋久島環境文化村センター

ア 設置場所等

・ 所 在 地：屋久島町宮之浦823番地１

・ 延 床 面 積：約2,600㎡（敷地面積：約4,630㎡）

・ 構 造：鉄筋コンクリート造・一部鉄骨造 地上２階，地下１階

イ 主な施設内容：大型映像ホール（250席），展示ホール レクチャー室（３室）

交流ホール，物産コーナー，喫茶コーナー，プラザ（野外施設）

ウ 位置づけ・機能

・ 屋久島の自然，文化に関する情報提供（インフォメーション機能）

気象，地質，動植物相，風土，歴史，文化など

・ 環境学習の普及・推進（ゲート，オリエンテーション機能）

情報収集，広報誌，講演会，活動支援，案内など

・ 地域内外を結ぶ交流（ロビー機能）

情報の受発信，特産物の販売，活動への人的サポートなど

・ 屋久島環境文化村構想推進の核（センター機能）

財団事務局，各施設の紹介，共同企画の実施，情報誌の提供など

⑵ 屋久島環境文化研修センター

ア 設置場所等

・ 所 在 地：屋久島町安房前岳2739番地343

・ 延 床 面 積：約2,670㎡（敷地面積：約20,000㎡）

・ 構 造：木造・一部鉄筋コンクリート造 地上２階

イ 主な施設内容：レクチャー室（３室），視聴覚室（80人収容），談話コーナー

宿泊室（一般40人，ゲスト10人，計50人），屋根付キャンプサイト

ウ 位置づけ・機能

・ 環境学習の推進及び人材の養成（研修機能）

自然，風土，歴史，文化など環境学習に関する研修

ガイドセミナー等人材養成のための専門研修

・ 研修参加者相互の語らいの場（交流機能）

研修参加者相互のコミュニケーションの場

屋久島に関わりのある人や研究者も含めた交流の場

・ 研修参加者を対象とした宿泊提供（宿泊機能）

研修参加者に対応する宿泊室等のサービス提供

⑶ 経緯

平成４年 11月 屋久島環境文化村マスタープラン公表

５年 ５月 中核施設基本計画公表

６年 ６月 中核施設基本設計公表

６年 10月 中核施設実施設計策定

７年 １月 中核施設造成工事着手

７年 ３月 中核施設建築工事起工式

８年 ３月 屋久島環境文化研修センター完工

８年 ６月 屋久島環境文化村センター完工

８年 ７月 中核施設開館
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２ ごみ処理施設の整備状況

⑴ ごみ処理状況
（単位：トン）

年度
27 28 29 30 元

処理方法

％ ％ ％ ％ ％
焼 却 450,181 78.2 440,200 78.9 432,212 78.9 432,672 77.9 431,647 77.9

処

埋 立 15,624 2.7 14,023 2.5 12,124 2.2 11,725 2.1 11,984 2.1
理

中間処理
73,461 12.8 72,667 13.0 72,059 13.2 78,022 14.1 74,471 14.1

(焼却以外)

量

直接資源化 32,001 5.6 27,770 5.0 28,140 5.1 30,200 5.4 28,079 5.4

計 571,267 99.3 554,660 99.4 544,535 99.4 552,619 99.5 546,181 99.5

集団回収量 4,198 0.7 3,387 0.6 3,261 0.6 3,052 0.5 3,046 0.5

合 計 575,465 100.0 558,047 100.0 547,796 100.0 555,671 100.0 548,911 100.0
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指宿市

南九州市

枕崎市

南さつま市

日置市

鹿児島市

いちき串木野市

薩摩川内市

阿久根市

長島町

出水市
伊佐市

さつま町 湧水町

霧島市

姶良市

曽於市

志布志市

鹿屋市

垂水市

大崎町

東串良町

肝付町

錦江町

南大隅町

▲88

▲80

一般廃棄物処理施設（ごみ焼却施設）
〔令和３年４月１日現在〕

（３５施設（休止中の３施設は除く））

◆40

伊佐北姶良環境管理組合

北薩広域行政事務組合

◆74

◆162

◆24 

▲128

鹿児島市

南薩地区衛生管理組合

指宿広域市町村圏組合

▲112

◆300

◆750

※◆81

◆135

◆50

大隅肝属広域事務組合
南九州市

(旧頴娃町)

霧島市
(旧横川町)

霧島市
(旧牧園町)

◆ 市町村の施設

▲ 一部事務組合・広域連合の施設

※ 鹿児島市（旧松元町）内にある
日置市の施設

印の隣の数字は施設の規模（t/日）

▲20

▲54 
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十島村

三島村

(旧上甑村)

屋久島

西之表市

中種子町

南種子町

喜界町

徳之島町

伊仙町

天城町

和泊町

知名町
与論町

瀬戸内町

宇検村

大和村

龍郷町

奄美市

屋久島町

◆26

甑島（薩摩川内市）

種子島

▲100

▲66

大島地区衛生組合

種子島地区
広域事務組合

奄美大島

沖永良部島

徳之島

沖永良部衛生管理組合

与論島

▲22

徳之島愛ランド広域連合

喜界島

加計呂麻島

請島

与路島

◆ 0.4

◆11

▲38

◆0.4
中之島

口之島

平島

諏訪之瀬島

悪石島小宝島

宝島

◆0.4

◆0.4

◆0.4

◆07

黒島
硫黄島 竹島

◆0.4

◆8

◆7（休止）

◆ 8（休止）

◆2.8（休止）

◆0.4
◆0.4

◆12

一般廃棄物処理施設
（ごみ焼却施設）

〔令和３年４月１日現在〕

口之永良部島

(旧里村)

(旧鹿島村)

(旧下甑村)

◆0.4

奄美市

◆0.4

◆0.4
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　 　ごみ処理（焼却施設）における広域処理（一部事務組合の状況）
　　　　　　　（令和３年４月１日現在）

処理能力

t/日

指宿広域市町村圏組合 54 指宿市 S46.10.1 指宿市，南九州市(旧頴娃町）

南薩地区衛生管理組合 2施設　　132 南さつま市 H19.4.1 枕崎市，南さつま市，南九州市（旧知覧町，旧川辺町）

大島地区衛生組合 100 奄美市 S48.8.17 奄美市，大和村，龍郷町，宇検村，瀬戸内町

沖永良部衛生管理組合 66 和泊町 S51.4.1 和泊町，知名町

伊佐北姶良環境管理組合 80 伊佐市 S51.10.12 伊佐市，霧島市(旧横川町，旧牧園町），湧水町

北薩広域行政事務組合 88 出水市 S58.4.1 出水市，阿久根市，長島町

大隅肝属広域事務組合 128 鹿屋市 H21.4.1 鹿屋市，垂水市，東串良町，錦江町，南大隅町，肝付町

種子島地区広域事務組合 22 西之表市 H11.6.1 西之表市，中種子町

徳之島愛ランド広域連合 38 伊仙町 H13.3.8 徳之島町，天城町，伊仙町

708

計 （１０施設）

　（参考） 単独の市町村による焼却施設< (   )は処理能力ｔ/日>
        　　   鹿児島市（２施設７５０），薩摩川内市（４施設１５２．８），日置市（８１），曽於市（２４），
　　　　　 　　霧島市（１６２），いちき串木野市（５０），姶良市（７４），さつま町（４０）, 南種子町（１１），屋久島町（２６），
　　　　 　　　喜界町（１２），与論町（８），瀬戸内町（２施設０．８），三島村（３施設１．５），十島村（７施設２．８）

              計：７市６町２村（２８施設１，４７５．９ｔ/日）　　合計：３８施設２，１８３．９ｔ/日

一部事務組合 事務所所在地 設立年月日 構成市町村
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　⑴　し尿処理状況
（単位：キロリットル，％）

22 23 24 25 26
構成比 構成比 構成比 構成比 構成比

し尿処理施設 725,186 98.9 709,238 97.3 713,115 97.4 707,350 97.7 699,746 97.7

処 海洋投入 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

理 農地還元 15,668 2.1 12,979 1.8 14,617 2.0 12,381 1.7 15,458 2.2

量 その他 4,939 0.7 4,650 0.6 4,200 0.6 4,037 0.6 592 0.1

計 730,816 99.7 726,867 99.7 731,932 100.0 723,768 100.0 715,796 100.0

2,415 0.3 1,939 0.3 363 0.0 333 0.0 304 0.0

733,231 100.0 728,806 100.0 732,295 100.0 724,101 100.0 716,100 100.0

27 28 29 30 元
構成比 構成比 構成比 構成比 構成比

し尿処理施設 696,369 97.8 714,712 97.8 715,573 97.6 721,373 98.3 714,287 99.2

処 海洋投入 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

理 農地還元 11,742 1.6 12,462 1.7 13,648 1.9 10,374 1.4 2,753 0.4

量 その他 3,996 0.6 3,642 0.5 3,863 0.5 2,066 0.3 2,582 0.4

計 712,107 100.0 730,816 100.0 733,084 100.0 733,813 100 719,622 100

240 0.0 183 0.0 162 0.0 162 0.0 151 0.0

712,347 100.0 730,999 100.0 733,246 100.0 733,975 100 719,773 100合　　　計

３　し尿処理施設の整備状況

自家処理

合　　　計

自家処理
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指宿市

南九州市
（旧知覧町
旧川辺町）

枕崎市

南さつま市

鹿児島市

いちき串木野市

薩摩川内市

阿久根市

長島町

出水市

伊佐市

さつま町 湧水町

霧島市
姶良市

曽於市

志布志市（旧志布志市

旧有明町）

鹿屋市

垂水市

大崎町

東串良町（委託）

肝付町（委託）

錦江町

南大隅町

▲121kl

し尿処理施設
〔令和３年４月１日現在〕

（２５施設（休止中の２施設は除く））

◆71kl

北薩広域行政事務組合

◆190kl

▲81kl

▲31kl

鹿児島市

いちき串木野市・
日置市衛生処理組合

◆ 344kl

◆224kl

南大隅
衛生管理組合

南九州市
(旧頴娃町)

◆78kl

▲220kl

◆25kl

◆195kl◆58kl

▲240kl

曽於南部
厚生事務組合

◆36kl

◆30kl【休止】

▲134kl

▲80kl

▲39kl

曽於北部
衛生処理組合

日置市
（旧伊集院町）

鹿屋市
(旧輝北町)

日置市
（旧吹上町）

日置市
（旧日吉町）

日置市
(旧東市来町)

志布志市
(旧松山町)

◆ 市町村の施設

▲ 一部事務組合・広域連合の施設

印の隣の数字は施設の規模（㎘/日）

指宿広域市町村圏組合

南薩地区
衛生管理組合
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十島村

三島村

西之表市

中種子町

南種子町

喜界町

徳之島町

伊仙町

天城町

和泊町

知名町
与論町

瀬戸内町

宇検村（委託）

大和村

龍郷町

奄美市

屋久島町

◆46kl

甑島（薩摩川内市）

種子島

▲40kl

大島地区衛生組合

中南衛生管理組合

奄美大島

沖永良部島

徳之島

与論島 喜界島

加計呂麻島

請島
与路島

▲30kl

▲17kl

中之島

口之島
平島

諏訪之瀬島

悪石島

小宝島

宝島

黒島
硫黄島 竹島

◆15kl

◆4kl

屋久島

◆6kl

◆30kl

◆6kl【休止】

奄美市

口之永良部島

し尿処理施設
〔令和３年４月１日現在〕
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　 　 し尿処理における広域処理

　　ア　一部事務組合
(令和３年４月１日現在）

処理能力

ｋｌ/日

いちき串木野市・日置市衛
生処理組合

58 いちき串木野市 S38.1.10 いちき串木野市，日置市(旧東市来町）

南薩地区衛生管理組合 ※ 240 南さつま市 H19.4.1
枕崎市，日置市(旧吹上町，旧伊集院
町，旧日吉町），南さつま市，南九州市
（旧知覧町，旧川辺町）

指宿広域市町村圏組合 134 指宿市 S46.10.1 指宿市，南九州市（旧頴娃町）

曽於北部衛生処理組合 81 曽於市 S46.11.1
曽於市，鹿屋市(旧輝北町），志布志市
（旧松山町）

南大隅衛生管理組合 31 錦江町 S47.5.13 錦江町，南大隅町

中南衛生管理組合 30 中種子町 S48.5.10 中種子町，南種子町

北薩広域行政事務組合 121 出水市 S58.4.1 阿久根市，出水市，長島町

曽於南部厚生事務組合 80 志布志市 S61.4.1
志布志市（旧志布志町，旧有明町），
大崎町

大島地区衛生組合 40 奄美市 S48.8.17 奄美市，龍郷町

計 ９施設

９組合し尿処理施設 815

　　イ　市町村

(令和３年４月１日現在）

処理能力

ｋｌ/日

鹿屋市 220 鹿屋市 －

鹿屋市，東串良町，肝付町
（肝属東部衛生処理組合の廃止に伴
いH27年4月から東串良町及び肝付町
のし尿を受入）

　（参考）　単独の市町村によるし尿処理施設<(  )は処理能力kl/日>
          　   鹿児島市（２施設３７４），西之表市（３０），垂水市（３９），薩摩川内市（２施設２３０），
　　　　　 　  霧島市（２施設２２６），伊佐市（７８），姶良市（１９５），さつま町（７１）， 湧水町（２５），
　　　　　　  屋久島町（４６），大和村(６)，瀬戸内町（２施設１９），徳之島町（１７）

              計：７市５町１村（１７施設１，３５６ｋｌ/日）　　合計：２７施設２，３９１ｋｌ/日

一部事務組合 事務所所在地 設立年月日 構成市町村

市　町　村 事務所所在地 設立年月日 構成市町村
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４ 産業廃棄物の状況

⑴ 産業廃棄物の業種別発生量（推計）
（単位：千トン）

年 度

平成２２年 平成２７年 令和２年

種 類

農 業 6,024 5,923 5,889

鉱 業 104 42 0.02

建 設 業 882 700 1,028

製 造 業 975 1,183 1,072

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業 9 10 3

運 輸 ・ 情 報 通 信 業 3 14 7

サ ー ビ ス 業 12 15 37

そ の 他 496 478 133.4

合 計 8,504 8,365 8,170

⑵ 産業廃棄物の種類別発生量（推計）
（単位：千トン）

年 度

平成２２年 平成２７年 令和２年

種 類

燃 え 殻 5 4 8

汚 泥 706 580 536

廃 油 20 13 53

廃 酸 360 557 284

廃 ア ル カ リ 11 57 47

廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 53 46 118

紙 く ず 5 6 10

木 く ず 119 74 161

繊 維 く ず 1 1 1

動 植 物 性 残 さ 230 282 123

動 物 系 固 形 不 要 物 14 2 0

ゴ ム く ず 0 0 0

金 属 く ず 56 41 58

ガラス・コンクリート・ 陶磁器くず 47 70 168

鉱 さ い 101 32 0

が れ き 類 735 626 674

ば い じ ん 0 0 1

動 物 の ふ ん 尿 6,013 5,912 5,878

動 物 の 死 体 6 6 6

そ の 他 の 産 業 廃 棄 物 2 2 20

特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 18 54 25

合 計 8,504 8,365 8,170

（注）本ページの数値は，端数処理の関係で合計と内訳が一致しないことがあります。
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⑶ 産業廃棄物処理施設設置状況 （ ）書は，鹿児島市内分内書 （単位：施設）

年 度

Ｈ２８年 Ｈ２９年 Ｈ３０年 Ｒ元年 Ｒ２年

処理施設

汚泥の脱水施設 76 (10) 76 (10) 77 (10) 76 (10) 77 (11)

汚泥の乾燥施設 3 ( 0) 3 ( 0) 3 ( 0) 3 ( 0) 3 ( 0)

汚泥の焼却施設 6 ( 3) 6 ( 3) 6 ( 3) 8 ( 5) 6 ( 4)

中 廃油の油水分離施設 4 ( 1) 4 ( 1) 4 ( 1) 4 ( 1) 4 ( 1)

間 廃油の焼却施設 5 ( 3) 5 ( 3) 5 ( 3) 7 ( 5) 5 ( 4)

処 廃酸・廃アルカリの中和施設 8 ( 1) 8 ( 1) 8 ( 1) 8 ( 1) 8 ( 1)

理 廃プラスチックの破砕施設 36 (12) 37 (13) 41 (14) 39 (12) 39 (12)

施 木くず又はがれき類の破砕施設 336 (71) 350 (75) 360 (77) 354 (69) 362 (70)

設 廃プラスチック類の焼却施設 9 ( 5) 9 ( 5) 9 ( 5) 9 ( 5) 8 ( 5)

その他の焼却施設 16 ( 7) 16 ( 7) 16 ( 7) 14 ( 7) 13 ( 7)

コンクリート固形化施設 0 ( 0) 0 ( 0) 0 ( 0) 0 ( 0) 0 ( 0)

シアンの分解施設 5 ( 0) 5 ( 0) 5 ( 0) 5 ( 0) 5 ( 0)

合 計 504(113) 519(118) 534(121) 527(115) 530(115)

最

終 安定型最終処分場 29 (10) 29 (10) 29 (10) 29 (10) 29 (10)

処 管理型最終処分場 2 ( 0) 2 ( 0) 2 ( 0) 2 ( 0) 2 ( 0)

分 遮断型最終処分場 0 ( 0) 0 ( 0) 0 ( 0) 0 ( 0) 0 ( 0)

場 合 計 31 (10) 31 (10) 31 (10) 31 (10) 31 (10)

合 計 516(122) 535(123) 550(128) 565(131) 561(125)

⑷ 産業廃棄物処理業の許可状況（１） （知事許可分）

年度

Ｈ26年 Ｈ27年 Ｈ28年 Ｈ29年 Ｈ30年 Ｒ元年 Ｒ２年

業種

収 集 運 搬 業 2,218 2,356 2,318 2,437 2,360 2,461 2,531

処 中 間 処 理 の み 237 245 244 255 254 254 254

分 最 終 処 分 の み 6 6 6 6 6 5 7

業 中間処理＋最終処分 11 11 11 11 11 11 10

計 2,472 2,618 2,579 2,709 2,631 2,731 2,802

産業廃棄物処理業の許可状況（２） （鹿児島市長許可分）

年度

Ｈ26年 Ｈ27年 Ｈ28年 Ｈ29年 Ｈ30年 Ｒ元年 Ｒ２年

業種

収 集 運 搬 業 243 175 174 170 168 156 156

処 中 間 処 理 の み 77 79 80 82 82 81 79

分 最 終 処 分 の み 3 2 2 2 2 ２ ２

業 中間処理＋最終処分 7 7 7 7 7 ７ ７

計 330 263 263 261 259 246 244
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５　自然公園及び自然環境保全地域の概要 



⑴ 自然公園一覧表
（令和４年３月31日現在，単位：ha）

項 目 面 積 （ 海 域 を 除 く ）

指 定 年月 日 特別保護 海域公園

計 特別地域 普通地域 地 区

区 分 地 区

霧 島 錦 江 湾 国 立 公 園 昭和 9. 3.16 23,599.0 3,397.0 15,713.0 4,489.0 487.7

屋 久 島 国 立 公 園 平成24．3.16 24,566.0 7,669.0 16,832.0 65.0 170.9

国立公園 雲 仙 天 草 国 立 公 園 昭和31. 7.20 1,447.0 － 1,447.0 － －

奄 美 群 島 国 立 公 園 平成29. 3. 7 42,196.0 5,248.0 35,378.0 1,570.0 1,124.0

小 計 91,808.0 16,314.0 69,370.0 6,124.0 1,782.6

日 南 海 岸 国 定 公 園 昭和30. 6. 1 1,038.9 － 1,038.9 － －

国定公園 甑 島 国 定 公 園 平成27．3.16 5,447.0 86.0 5,303.0 58.0 6,759.7

小 計 6,485.9 86.0 6,341.9 58.0 6,759.7

吹上浜金峰山県立自然公園 昭和28. 3.31 3,736.0 － 1,133.0 2,604.0 －

阿 久 根 県 立 自 然 公 園 〃 754.7 － 62.5 692.2 －

坊 野 間 県 立 自 然 公 園 〃 3,151.0 － 620.0 2,531.0 －

藺牟田池県立自然公園 〃 3,937.7 － 187.5 3,750.2 －

県 立 川内川流域県立自然公園 39. 4. 1 6,571.0 － － 6,571.0 －

自然公園 高 隈 山 県 立 自 然 公 園 52. 6. 1 2,437.0 － 1,042.0 1,395.0 －

大隅南部県立自然公園 〃 1,215.0 － 993.0 222.0 －

トカラ列島県立自然公園 平成 4. 4. 1 4,619.0 － 4,503.0 116.0 －

薩南海岸県立自然公園 令和 3. 4.16 489.0 － 132.0 357.0 －

小 計 26,910.4 － 8,673.0 18,238.4 －

自 然 公 園 計 125,204.3 16,400.0 84,384.9 24,420.4 8,542.3

(※合計は，端数処理の関係上一致しない)

（注） 指定後の区域等の主な変更については次のとおりである。

① 霧島錦江湾国立公園

・昭和39年３月16日 霧島国立公園（昭和9年3月16日指定）に錦江湾国定公園（昭和30年9月1日指定）

と屋久島地域を編入

・昭和45年７月１日 海域公園地区の設定

・昭和58年１月14日 屋久島地域の区域拡張（西部林道等）

・昭和60年９月５日 霧島地域の区域縮小（区域線の明確化）

・昭和62年８月28日 錦江湾地域の区域変更（桜島の区域見直し等）

・平成14年２月19日 屋久島地域の区域拡張等（世界自然遺産登録地の隣接地等）

・平成17年７月12日 錦江湾地域の区域縮小（指宿市，開聞町の市街地）

・平成18年12月26日 霧島地域の区域拡張（えびの市内自然林等）

・平成19年３月30日 屋久島地域の区域拡張（口永良部島）

・平成24年３月16日 霧島屋久国立公園を霧島錦江湾国立公園(錦江湾奥地域・高峠の拡張)と屋久島国

立公園に再編成

・平成30年８月10日 錦江湾地域の区域拡張等（雄川の滝の編入等）

② 屋久島国立公園

・平成24年３月16日 霧島屋久国立公園を屋久島国立公園と霧島錦江湾国立公園に再編成

③ 雲仙天草国立公園

・昭和31年７月20日 雲仙国立公園に鹿児島県域を編入（長島）

・平成元年12月16日 区域縮小（長島町諸浦，平尾等）

④ 吹上浜金峰山県立自然公園

・平成元年４月１日 車両乗入規制の設定

・平成４年４月１日 区域縮小（串木野市下名，東市来町伊作田等）

・平成20年４月８日 区域拡張（万之瀬川）

・平成31年３月29日 区域拡張（金峰山）に伴い，吹上浜県立自然公園から吹上浜金峰山県立自然公園

に名称変更

⑤ 坊野間県立自然公園
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・平成15年５月６日 区域拡張（亀ヶ丘，野間岳等）

・令和３年４月16日 区域拡張（磯間嶽等），採取等規制植物の指定

⑥ 高隈山県立自然公園

・平成24年３月16日 区域縮小（高峠）

⑦ 甑島国定公園

・平成27年３月16日 甑島県立自然公園を廃止し，甑島国定公園に指定

⑧ 奄美群島国立公園

・平成29年３月７日 奄美群島国定公園を廃止し，奄美群島国立公園に指定

・令和２年２月26日 区域拡張等（奄美市名瀬等）

⑨ 大隅南部県立自然公園

・平成30年８月10日 区域縮小（雄川の滝）
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６ 県内における環境大気監視状況

令和４年４月１日現在
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⑴ 大 気 汚 染

(大気環境基準の達成状況) （単位：％）

年 度 令和元 令和２

測定項目 県 国 県 国

13 12
二 酸 化 硫 黄 一般局 86.7 99.8 80.0

15 15

（ＳＯ２） 2 2
自排局 100.0 100.0 100.0

2 2

15 15
浮遊粒子状物質 一般局 100.0 100.0 100.0

15 15

（ＳＰＭ） 2 2
自排局 100.0 100.0 100.0

2 2

10 10
二 酸 化 窒 素 一般局 100.0 100.0 100.0

10 10

（ＮＯ２） 2 2
自排局 100.0 100.0 100.0

2 2

光化学ｵｷｼﾀﾞﾝﾄ 0 0
一般局 0.0 0.2 0.0

（Ｏｘ） 11 12

一 酸 化 炭 素 2 2
自排局 100.0 100.0 100.0

（ＣＯ） 2 2

8 8
微小粒子状物質 一般局 100.0 98.7 100.0

8 8

（ＰＭ2.5） 2 2
自排局 100.0 98.3 100.0

2 2

注１) 一般局：一般環境大気測定局，自排局：自動車排出ガス測定局

注２) （ ）書きは，達成局数／有効測定局数
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７ 県内における公共用水域の水質状況（令和２年度）
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⑴ 水 質 汚 濁

(水質環境基準の達成状況） （単位：％）

年 度 令和元 令和２

区 分 県 国 県 国

41 41
河 川 （ＢＯＤ） 95.3 94.1 95.3 93.5

43 43

3 4
湖 沼 （ＣＯＤ） 75.0 50.0 100.0 49.7

4 4

20 18
海 域 （ＣＯＤ） 83.3 80.5 75.0 80.7

24 24

64 63
全 体 90.1 89.2 88.7 88.8

71 71

(注) ＢＯＤ …… 河川水質の汚濁状況を示す代表的な指標で，水中に含まれている汚濁物質

が微生物等によって酸化分解されるときに必要な酸素量をいい，この数値

が高いほど水が汚れていることを示す。

ＣＯＤ …… 湖沼・海域の水質の汚濁状況を示す代表的な指標で，水中に含まれている

汚濁物質を試薬で分解するときに消費する酸素量をいい，この数値が高い

ほど水が汚れていることを示す。

（ ）書きは，基準達成水域数／調査水域数

（水質汚濁の主な原因）

県内の公共用水域の水質は，全般的には良好な状態を保っているが，河川においては

生活排水や事業場排水の影響等により，海域においては河川の影響や植物プランクトン

の影響等により環境基準を達成していない水域がある。
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８ 県指定希少野生動植物一覧（50種）

【動物：１６種】

分 類 種 名 （ 和 名 ） 科 名 指 定 日

爬 虫 類 オ キ ナ ワ ト カ ゲ ト カ ゲ 科 R元 年 5月 17日

〃 バ ー バ ー ト カ ゲ 〃 〃

両 生 類 ベ ッ コ ウ サ ン シ ョ ウ ウ オ サ ン シ ョ ウ ウ オ 科 H16年 3月 2日

魚 類 リ ュ ウ キ ュ ウ ア ユ ア ユ 科 〃

〃 タ ナ ゴ モ ド キ カ ワ ア ナ ゴ 科 〃

〃 タ メ ト モ ハ ゼ 〃 〃

〃 キ バ ラ ヨ シ ノ ボ リ ハ ゼ 科 〃

貝 類 シ マ カ ノ コ ガ イ ア マ オ ブ ネ ガ イ 科 〃

〃 ヤ エ ヤ マ ヒ ル ギ シ ジ ミ シ ジ ミ 科 〃

〃 ク サ カ キ ノ ミ ギ セ ル キ セ ル ガ イ 科 〃

〃 ハ ジ メ テ ビ ロ ウ ド マ イ マ イ ナ ン バ ン マ イ マ イ 科 〃

〃 ウ ジ グ ン ト ウ マ イ マ イ オ ナ ジ マ イ マ イ 科 〃

〃 ム ラ ク モ カ ノ コ ガ イ ア マ オ ブ ネ ガ イ 科 H30年 6月 19日

十脚甲殻類 サ キ シ マ ヌ マ エ ビ ヌ マ エ ビ 科 H18年 11月 17日

〃 ヤ シ ガ ニ オ カ ヤ ド カ リ 科 R3年 4月 2日

〃 リ ュ ウ キ ュ ウ サ ワ ガ ニ サ ワ ガ ニ 科 〃

【植物：３４種】

分 類 種 名 （ 和 名 ） 科 名 指 定 日

植 物 ハ ツ シ マ カ ン ア オ イ ウ マ ノ ス ズ ク サ 科 H16年 3月 2日

〃 ヤ ク シ マ ア オ イ 〃 〃

〃 ミ チ ノ ク フ ク ジ ュ ソ ウ キ ン ポ ウ ゲ 科 〃

〃 ハ ヤ ト ミ ツ バ ツ ツ ジ ツ ツ ジ 科 〃

〃 シ シ ン ラ ン イ ワ タ バ コ 科 〃

〃 ヒ ナ ラ ン ラ ン 科 〃

〃 サ ツ マ チ ド リ 〃 〃

〃 キ リ シ マ エ ビ ネ 〃 〃

〃 レ ン ギ ョ ウ エ ビ ネ 〃 〃

〃 オ ナ ガ エ ビ ネ 〃 〃

〃 サ ク ラ ジ マ エ ビ ネ 〃 〃

〃 ヘ ツ カ ラ ン 〃 〃

〃 サ ギ ソ ウ 〃 〃

〃 ウ チ ョ ウ ラ ン 〃 〃

〃 ガ ン ゼ キ ラ ン 〃 〃

〃 ミ ヤ ビ カ ン ア オ イ ウ マ ノ ス ズ ク サ 科 H16年 4月 23日

〃 ア マ ミ ア セ ビ ツ ツ ジ 科 〃

〃 ア マ ミ セ イ シ カ 〃 〃

〃 テ ン ノ ウ メ バ ラ 科 〃

〃 ウ ケ ユ リ ユ リ 科 〃

〃 ク ス ク ス ラ ン ラ ン 科 〃

〃 シ コ ウ ラ ン 〃 〃

〃 ア マ ミ エ ビ ネ 〃 〃

〃 カ ン ラ ン 〃 〃

〃 フ ウ ラ ン 〃 〃

〃 カ ク チ ョ ウ ラ ン 〃 〃

〃 ナ ゴ ラ ン 〃 〃

〃 ト キ ソ ウ 〃 R元 年 5月 17日

〃 ア キ ザ キ ナ ギ ラ ン 〃 R2年 12月 24日

〃 ク マ ガ イ ソ ウ 〃 〃

〃 イ ワ ザ ク ラ サ ク ラ ソ ウ 科 〃

〃 イ ワ ギ リ ソ ウ イ ワ タ バ コ 科 R3年 4月 2日

〃 ヤ マ シ ャ ク ヤ ク ボ タ ン 科 〃

〃 サ ル メ ン エ ビ ネ ラ ン 科 〃
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図

る
。

イ
ク
ル
対

策
課

産
業

廃
棄

物
の
適
正

な
処
理
，

再
生
利
用

等
を
積
極

的
に
推

(
一

社
)
鹿

児
島

県
産

業
資

源
循

環
協

会
鹿

児
島

市
錦

江
町

1
1
-
4
0

0
9
9
(
2
2
2
)
0
2
3
0

永
田

雄
一

進
す

る
こ

と
に
よ
り

，
生
活
環

境
の
保
全

，
産
業
の

健
全
な

〃

発
展

及
び

資
源
の
効

率
的
活
用

を
図
り
，

も
っ
て
県

民
の
福

祉
の

向
上

に
寄
与
す

る
。

廃
棄

物
処

理
施
設
の

整
備
を
行

う
と
と
も

に
廃
棄
物

の
処
理

(
公

財
)
鹿

児
島

県
環

境
整

備
公

社
薩

摩
川

内
市
川

永
野

町
0
9
9
6
(
2
1
)
1
2
2
0

吉
松

孝
二

そ
の

他
廃
棄

物
に
関

す
る
各
種

事
業
を
行

う
こ
と
に

よ
り
，

〃

6
9
2
4
-
1
1

地
球

環
境

保
全
，
自

然
環
境
保

護
及
び
地

域
社
会
の

健
全
な

発
展

に
寄

与
す
る
。

熊
毛

郡
屋

久
島

町
宮

之
浦

環
境

学
習

や
環
境
保

全
活
動
の

推
進
・
支

援
を
通
じ

，
屋
久

(
公

財
)
屋

久
島

環
境

文
化

財
団

8
2
3
番

地
1

0
9
9
7
(
4
2
)
2
9
1
1

小
野

寺
浩

島
の

豊
か
な

自
然
と

の
ふ
れ
あ

い
の
中
で

人
間
の
活

動
と
環

自
然

保
護

課

(
屋

久
島
環
境

文
化

村
セ

ン
タ

境
と

の
か

か
わ
り
や

自
然
の
恵

み
に
つ
い

て
学
習
す

る
拠
点

ー
内
)

を
形

成
し

，
も
っ
て

自
然
環
境

保
全
に
寄

与
す
る
。
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⑵
附

属
機
関
一
覧

（
令

和
４
年
４

月
１
日
現

在
）

審
議

会
名

所
掌

事
項

委
員

数
設

置
根

拠
法

令
等

所
轄

課

公
害
紛

争
処
理
法

県
公

害
審

査
会

公
害
に

係
る

紛
争

に
つ

い
て

の
あ

っ
せ

ん
，

調
停

及
び

仲
裁

を
行

う
。

９
環

境
林

務
課

県
公
害

紛
争
処
理

条
例

公
害
健

康
被
害
の

補
償
等
に

関
す

県
公
害

健
康
被

害
認

定
審

査
会

水
俣
病

の
認

定
に

関
し

，
知

事
に

意
見

を
述

べ
る

。
６

る
法

律
〃

県
公
害

健
康
被
害

認
定
審
査

会
条

例 環
境
基

本
法

県
環

境
審

議
会

環
境
保

全
に

関
す

る
基

本
事

項
の

調
査

審
議

を
行

う
。

4
1

〃
県
環
境

審
議
会
条
例
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